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閣
府 
〇
法
務
省
令
第 

 
 

号 
財
務
省 

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第

五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
項
及
び
第
十
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
一
項
並
び
に
第

五
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
経

済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
九
十
四

号
）
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
内
閣
府
・
法
務
省
・
財
務
省
関
係

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指

定
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年 
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財
務
大
臣 

鈴
木 

俊
一 
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内
閣
府
・
法
務
省
・
財
務
省
関
係
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令 

内
閣
府
・
法
務
省
・
財
務
省
関
係
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
命
令
（
令
和
五
年 

 
  

  

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

内
閣
府 

法
務
省 

財
務
省 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 
（
親
法
人
等
） 

第
七
条 
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推

進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
九
十
四
号
。
第
二
十
条

に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く

は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
（
同
項
に
規
定

す
る
意
思
決
定
機
関
を
い
う
。
第
二
号
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
配
し
て

い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人
等
を
除
く
。 

一 

他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
他
の
法
人
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
な
い
と
認
め

ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
株
主
等
（

総
株
主
、
総
社
員
、
総
会
員
、
総
組
合
員
又
は
総
出
資
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
議
決
権
（
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て
決

議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年

法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百
七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を

有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
法
人
等 

二 

他
の
法
人
等
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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十
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
法
人
等
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

当
該
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当

該
法
人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な

関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決

権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の

内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い

る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
当
該
他
の
法
人
等
の
総
株
主
等
の
議
決
権

の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
法
人
等
の
役
員
（
取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
（
会
計
参
与

が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
べ
き
社
員
を
含
む
。
）
、

監
査
役
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
役
職
に
あ
る
者
を
い
う
。
）
、
業
務
を

執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た

者
で
あ
っ
て
当
該
法
人
等
が
当
該
他
の
法
人
等
の
財
務
及
び
営
業
又
は

事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が

、
当
該
他
の
法
人
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成

員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。 

ハ 

当
該
法
人
等
と
当
該
他
の
法
人
等
と
の
間
に
当
該
他
の
法
人
等
の
重

要
な
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
を
支
配
す
る
契
約
等
が

存
在
す
る
こ
と
。 

ニ 

当
該
他
の
法
人
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計

上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
の

過
半
に
つ
い
て
当
該
法
人
等
が
融
資
（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供

4



を
含
む
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と
（
当
該
法

人
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係

の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資
金
調
達
額
の
総
額
の
過
半

と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
。 

ホ 

そ
の
他
当
該
法
人
等
が
当
該
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配

し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。 

三 

法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
法
人

等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ

る
こ
と
に
よ
り
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
法
人
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権

を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合

わ
せ
て
、
他
の
法
人
等
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る

場
合
（
当
該
法
人
等
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な

い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
法
人
等
で
あ
っ
て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ

ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 

（
重
要
維
持
管
理
等
） 

第
八
条 

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
特
定
重
要
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め

又
は
当
該
特
定
重
要
設
備
に
係
る
特
定
社
会
基
盤
役
務
を
安
定
的
に
提
供
す

る
た
め
に
重
要
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
当
該
特
定
重
要
設
備
が

我
が
国
の
外
部
か
ら
行
わ
れ
る
特
定
社
会
基
盤
役
務
の
安
定
的
な
提
供
を
妨

害
す
る
行
為
の
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
主
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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一 

維
持
管
理 

二 

操
作 

 
（
導
入
等
計
画
書
の
届
出
） 

第
九
条 

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
導
入
等
計
画
書
は
、
特
定
重
要
設
備
の
導

入
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
（
一
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
特
定
重

要
設
備
の
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
（
二

）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

、
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も

の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
届
出
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る

。 一 

特
定
重
要
設
備
の
供
給
者
及
び
構
成
設
備
（
第
十
二
条
に
規
定
す
る
構

成
設
備
を
い
う
。
）
の
供
給
者
又
は
特
定
重
要
設
備
の
重
要
維
持
管
理
等

の
委
託
の
相
手
方
及
び
当
該
委
託
の
相
手
方
か
ら
重
要
維
持
管
理
等
の
再

委
託
を
受
け
た
者
（
当
該
再
委
託
を
受
け
た
者
が
他
の
事
業
者
に
再
委
託

し
て
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
再
委
託
の

相
手
方
を
含
む
。
以
下
「
再
委
託
の
相
手
方
等
」
と
い
う
。
）
（
以
下
「

供
給
者
等
」
と
い
う
。
）
の
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を

含
む
。
） 

二 

供
給
者
等
の
役
員
（
次
に
掲
げ
る
法
人
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
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民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
掲

げ
る
旅
券
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
写
し
、
戸
籍
抄

本
若
し
く
は
戸
籍
記
載
事
項
証
明
書
又
は
本
籍
の
記
載
の
あ
る
住
民
票
の

写
し
（
当
該
役
員
が
外
国
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
旅
券
の
写
し
、

同
法
第
十
九
条
の
三
に
規
定
す
る
在
留
カ
ー
ド
の
写
し
、
日
本
国
と
の
平

和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す

る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
別
永
住
者
証
明
書
の
写
し
そ
の
他
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
国
籍
等
（

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四

十
五
に
規
定
す
る
国
籍
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
証
す
る
書
類
） 

イ 

株
式
会
社 

取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取

締
役
及
び
執
行
役
） 

ロ 

持
分
会
社
（
会
社
法
第
五
百
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
持
分
会

社
を
い
う
。
） 

業
務
を
執
行
す
る
社
員 

ハ 

一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法
人
及
び
中
小
企
業
等
協
同
組
合 

理

事 

ニ 

組
合
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
百
六
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
組
合
を
い
う
。

） 

組
合
員
（
同
法
第
六
百
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
執
行

者
（
同
項
に
規
定
す
る
業
務
執
行
者
を
い
う
。
以
下
ニ
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
業
務
を
執
行
す
る
組
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
執
行
者
） 

ホ 

そ
の
他
の
法
人
等 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
者
に
準
ず
る
者 
 

7



（
特
定
重
要
設
備
の
導
入
を
行
う
こ
と
等
が
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
） 

第
十
条 

法
第
五
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

特
定
社
会
基
盤
役
務
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
（
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
が
、
同
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
免
れ
る
目

的
で
特
定
社
会
基
盤
役
務
の
安
定
的
な
提
供
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
を
生

じ
さ
せ
た
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
他
の
事
業
者
か
ら
特
定
重
要
設
備

の
導
入
を
緊
急
に
行
い
、
又
は
他
の
事
業
者
に
委
託
し
て
特
定
重
要
設
備
の

重
要
維
持
管
理
等
を
緊
急
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
そ
の
支
障
の
除
去
又
は
発
生

の
防
止
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
他
に
適
当
な
方
法
が
な
い
場
合
と

す
る
。 

２ 

法
第
五
十
二
条
第
十
一
項
の
緊
急
導
入
等
届
出
書
は
、
特
定
重
要
設
備
の

導
入
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
五
（
一
）
に
よ
る
も
の
と
し
、
特

定
重
要
設
備
の
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
五

（
二
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
） 

第
十
一
条 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

特
定
重
要
設
備
の
供
給
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
、
住
所
並
び
に

そ
の
設
立
に
当
た
っ
て
準
拠
し
た
法
令
を
制
定
し
た
国
又
は
地
域
（
以
下

「
設
立
準
拠
法
国
等
」
と
い
う
。
）
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

氏
名
、
住
所
及
び
国
籍
等
） 

二 

特
定
重
要
設
備
の
供
給
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
以
上
の

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
の
名
称
又
は
氏
名
、
設
立
準
拠
法
国

等
又
は
国
籍
等
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
の
当
該
供
給
者
の
総
株

主
等
の
議
決
権
の
数
に
占
め
る
割
合 

三 

特
定
重
要
設
備
の
供
給
者
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
国
籍
等 

四 

届
出
の
日
の
二
月
前
の
日
以
前
に
終
了
し
た
直
近
の
三
事
業
年
度
の
う

ち
、
い
ず
れ
か
一
の
事
業
年
度
に
お
け
る
特
定
重
要
設
備
の
供
給
者
の
売

上
高
の
総
額
の
う
ち
に
同
一
の
国
又
は
地
域
に
属
す
る
外
国
政
府
等
（
外

国
の
政
府
、
外
国
の
政
府
機
関
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
、
外
国
の
中
央

銀
行
又
は
外
国
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と

の
取
引
に
係
る
売
上
高
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
五
以
上

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
、
当
該
外
国
政
府
等
の
名
称

及
び
当
該
外
国
政
府
等
と
の
取
引
に
係
る
売
上
高
の
額
の
当
該
事
業
年
度

に
お
け
る
特
定
重
要
設
備
の
供
給
者
の
売
上
高
の
総
額
に
占
め
る
割
合 

五 

特
定
重
要
設
備
を
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地 

 

      

（
構
成
設
備
） 

第
十
二
条 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
特
定
重
要
設
備
の

一
部
を
構
成
す
る
設
備
、
機
器
、
装
置
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
特
定
妨

害
行
為
の
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
構
成
設

備
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他
の
設
備
、
機
器
、
装
置
又

は
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
、
第
一
条
に
規
定
す
る
業
務
の
運
営
の
た
め
に
特
に

必
要
な
も
の
と
す
る
。 

一 

業
務
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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二 

オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム 

三 

ミ
ド
ル
ウ
ェ
ア 

四 
サ
ー
バ
ー 

 

（
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
） 

第
十
三
条 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

構
成
設
備
の
種
類
、
名
称
及
び
機
能 

二 

構
成
設
備
の
供
給
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
、
住
所
並
び
に
設
立

準
拠
法
国
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、
住
所
及
び
国
籍

等
） 

三 

構
成
設
備
の
供
給
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決

権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
の
名
称
又
は
氏
名
、
設
立
準
拠
法
国
等
又

は
国
籍
等
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
の
当
該
供
給
者
の
総
株
主
等

の
議
決
権
の
数
に
占
め
る
割
合 

四 

構
成
設
備
の
供
給
者
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
国
籍
等 

五 

届
出
の
日
の
二
月
前
の
日
以
前
に
終
了
し
た
直
近
の
三
事
業
年
度
の
う

ち
、
い
ず
れ
か
一
の
事
業
年
度
に
お
け
る
構
成
設
備
の
供
給
者
の
売
上
高

の
総
額
の
う
ち
に
同
一
の
国
又
は
地
域
に
属
す
る
外
国
政
府
等
と
の
取
引

に
係
る
売
上
高
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
五
以
上
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
、
当
該
外
国
政
府
等
の
名
称
及
び
当

該
外
国
政
府
等
と
の
取
引
に
係
る
売
上
高
の
額
の
当
該
事
業
年
度
に
お
け

る
構
成
設
備
の
供
給
者
の
売
上
高
の
総
額
に
占
め
る
割
合 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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六 

構
成
設
備
を
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地 

 
（
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
） 

第
十
四
条 
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

重
要
維
持
管
理
等
の
委
託
の
相
手
方
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
、
住

所
並
び
に
設
立
準
拠
法
国
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、

住
所
及
び
国
籍
等
） 

二 

重
要
維
持
管
理
等
の
委
託
の
相
手
方
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の

五
以
上
の
議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
の
名
称
又
は
氏
名
、
設
立

準
拠
法
国
等
又
は
国
籍
等
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
の
当
該
委
託

の
相
手
方
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
占
め
る
割
合 

三 

重
要
維
持
管
理
等
の
委
託
の
相
手
方
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び

国
籍
等 

四 

届
出
の
日
の
二
月
前
の
日
以
前
に
終
了
し
た
直
近
の
三
事
業
年
度
の
う

ち
、
い
ず
れ
か
一
の
事
業
年
度
に
お
け
る
重
要
維
持
管
理
等
の
委
託
の
相

手
方
の
売
上
高
の
総
額
の
う
ち
に
同
一
の
国
又
は
地
域
に
属
す
る
外
国
政

府
等
と
の
取
引
に
係
る
売
上
高
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十

五
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
、
当
該
外
国
政
府
等

の
名
称
及
び
当
該
外
国
政
府
等
と
の
取
引
に
係
る
売
上
高
の
額
の
当
該
事

業
年
度
に
お
け
る
重
要
維
持
管
理
等
の
委
託
の
相
手
方
の
売
上
高
の
総
額

に
占
め
る
割
合 

 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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（
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
ハ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
） 

第
十
五
条 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
ハ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

重
要
維
持
管
理
等
の
委
託
の
相
手
方
が
他
の
事
業
者
に
再
委
託
す
る
重

要
維
持
管
理
等
の
内
容
及
び
時
期
又
は
期
間 

二 

重
要
維
持
管
理
等
の
再
委
託
を
受
け
た
者
が
他
の
事
業
者
に
再
委
託
し

て
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
再
委
託
す
る

重
要
維
持
管
理
等
の
内
容
及
び
時
期
又
は
期
間 

三 

再
委
託
の
相
手
方
等
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
、
住
所
並
び
に
設
立

準
拠
法
国
等
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、
住
所
及
び
国
籍

等
） 

四 

再
委
託
の
相
手
方
等
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決

権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
の
名
称
又
は
氏
名
、
設
立
準
拠
法
国
等
又

は
国
籍
等
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
の
当
該
再
委
託
の
相
手
方
等

の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
占
め
る
割
合 

五 

再
委
託
の
相
手
方
等
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
国
籍
等 

六 

届
出
の
日
の
二
月
前
の
日
以
前
に
終
了
し
た
直
近
の
三
事
業
年
度
の
う

ち
、
い
ず
れ
か
一
の
事
業
年
度
に
お
け
る
再
委
託
の
相
手
方
等
の
売
上
高

の
総
額
の
う
ち
に
同
一
の
国
又
は
地
域
に
属
す
る
外
国
政
府
等
と
の
取
引

に
係
る
売
上
高
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
二
十
五
以
上
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
年
度
、
当
該
外
国
政
府
等
の
名
称
及
び
当

該
外
国
政
府
等
と
の
取
引
に
係
る
売
上
高
の
額
の
当
該
事
業
年
度
に
お
け

る
再
委
託
の
相
手
方
等
の
売
上
高
の
総
額
に
占
め
る
割
合 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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（
法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
） 

第
十
六
条 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

特
定
重
要
設
備
の
導
入
を
行
う
に
当
た
っ
て
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
が

講
ず
る
特
定
妨
害
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

二 

特
定
重
要
設
備
の
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
る
に
当
た
っ
て
特
定
社

会
基
盤
事
業
者
が
講
ず
る
特
定
妨
害
行
為
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
導
入
等
計
画
書
の
届
出
の
例
外
） 

第
十
七
条 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
は
、
重
要
維
持
管
理
等
の
委
託
の
相
手
方

又
は
再
委
託
の
相
手
方
等
が
他
の
事
業
者
に
再
委
託
し
て
重
要
維
持
管
理
等

を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
場
合
に
も
該
当
す
る

と
き
は
、
導
入
等
計
画
書
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、
該
当
す
る
こ

と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
再
委
託
に
係
る
第
十
五

条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
記
載

並
び
に
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

一 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
が
、
当
該
再
委
託
に
係
る
第
十
五
条
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
把
握
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き

。 

二 

特
定
社
会
基
盤
事
業
者
又
は
当
該
再
委
託
を
受
け
た
者
に
再
委
託
し
た

者
が
、
当
該
再
委
託
を
受
け
た
者
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
措
置
が
講
じ
ら

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
き
。 

イ 

当
該
再
委
託
を
受
け
た
者
が
、
再
委
託
さ
れ
た
重
要
維
持
管
理
等
を

行
う
区
域
を
特
定
し
、
特
定
さ
れ
た
当
該
区
域
へ
の
立
入
り
を
制
限
す

る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
区
域
へ
の
不
正
な
ア
ク
セ
ス
を
予
防
す
る
た
め

の
措
置 

ロ 

当
該
再
委
託
を
受
け
た
者
が
、
再
委
託
さ
れ
た
重
要
維
持
管
理
等
に

係
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
に
よ
る
特
定
重
要
設
備
の
重
要
維
持
管
理

等
に
関
す
る
記
録
の
保
管
の
た
め
の
手
順
及
び
そ
の
確
認
の
手
順
を
定

め
、
こ
れ
を
遵
守
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
重
要
維
持
管

理
等
を
行
う
特
定
重
要
設
備
に
対
す
る
不
正
な
操
作
又
は
不
正
な
行
為

の
有
無
を
、
定
期
に
又
は
随
時
に
、
監
査
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と

。 

 （
期
間
の
短
縮
に
関
す
る
通
知
） 

第
十
八
条 

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
法
第
五
十
二
条
第

三
項
た
だ
し
書
及
び
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
五
十
四
条
第
二
項
（

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
特
定
重
要
設
備
の
導
入
を
行
い

、
又
は
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
期
間
を
短
縮
す
る
と
き

は
、
短
縮
の
期
間
を
記
載
し
た
通
知
書
を
導
入
等
計
画
書
の
届
出
を
し
た
特

定
社
会
基
盤
事
業
者
に
交
付
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
期
間
の
延
長
に
関
す
る
通
知
） 
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第
十
九
条 

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
法
第
五
十
二
条
第

四
項
（
法
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
り
特
定
重
要
設
備
の
導
入
を
行
い
、
又
は
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ

せ
て
は
な
ら
な
い
期
間
を
延
長
す
る
と
き
は
、
延
長
の
期
間
を
記
載
し
た
通

知
書
を
導
入
等
計
画
書
の
届
出
を
し
た
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
に
交
付
す
る

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
法
第
五
十
二
条
第
七
項
の
通
知
の
手
続
） 

第
二
十
条 

令
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
通
知
は
、
様
式
第
六
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。 

 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
勧
告
に
係
る
変
更
を
加
え
た
導
入
等
計
画
書
の
届
出
） 

第
二
十
一
条 

法
第
五
十
二
条
第
八
項
（
法
第
五
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
書
類
（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
届

出
の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
届
出

日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
特
定
重
要

設
備
の
導
入
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
（
一
）
に
よ
り
、
特
定
重

要
設
備
の
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
四
（
二

）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

（
勧
告
を
受
け
た
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
に
対
す
る
命
令
） 

第
二
十
二
条 

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
法
第
五
十
二
条

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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第
十
項
（
法
第
五
十
四
条
第
二
項
及
び
第
五
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
二
条
第
六
項
（
法
第
五

十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
五
十
五
条

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
特
定
社
会
基
盤
事
業
者

に
命
令
を
す
る
と
き
は
、
当
該
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
に
対
す
る
命
令
の
内

容
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
重
要
な
変
更
の
届
出
） 

第
二
十
三
条 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
重
要
な
変
更
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更 

二 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
特
定

重
要
設
備
の
導
入
の
内
容
を
変
更
す
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
） 

三 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

特
定
重
要
設
備
の
供
給
者
の
名
称
、
住
所
又
は
設
立
準
拠
法
国
等
（

個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、
住
所
又
は
国
籍
等
）
の
変
更

（
住
所
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
国
名
を
変
更
す
る
場
合
に
お
け
る
も
の

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

ロ 

第
十
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
工
場
又
は
事
業
場

の
所
在
す
る
国
名
を
変
更
す
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
） 

四 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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イ 

第
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更 

ロ 

構
成
設
備
の
供
給
者
の
名
称
、
住
所
又
は
設
立
準
拠
法
国
等
（
個
人

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、
住
所
又
は
国
籍
等
）
の
変
更 

ハ 
第
十
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
工
場
又
は
事
業
場

の
所
在
す
る
国
名
を
変
更
す
る
場
合
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
） 

五 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
重
要

維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
る
期
間
を
短
縮
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

六 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
重
要
維
持

管
理
等
の
委
託
の
相
手
方
の
名
称
、
住
所
又
は
設
立
準
拠
法
国
等
（
個
人

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、
住
所
又
は
国
籍
等
）
の
変
更
（
重
要

維
持
管
理
等
の
委
託
を
行
っ
た
後
に
変
更
す
る
場
合
（
重
要
維
持
管
理
等

の
委
託
の
相
手
方
の
名
称
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
）
を

変
更
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
） 

七 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

第
十
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
重
要

維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
る
期
間
を
短
縮
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

ロ 

再
委
託
の
相
手
方
等
の
名
称
、
住
所
又
は
設
立
準
拠
法
国
等
（
個
人

で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、
住
所
又
は
国
籍
等
）
の
変
更
（
重

要
維
持
管
理
等
の
委
託
を
行
っ
た
後
に
変
更
す
る
場
合
（
再
委
託
の
相

手
方
等
の
名
称
（
個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
）
を
変
更
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
） 

八 

第
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更 
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２ 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
次
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
導
入
等
計
画
書
の
変
更
の
案
は

、
特
定
重
要
設
備
の
導
入
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
七
（
一
）
に
よ

る
も
の
と
し
、
特
定
重
要
設
備
の
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
様
式
第
七
（
二
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
九
条
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
有
効
期
間
又
は
有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に

、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
届
出
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
供
給
者
等
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏

名
、
住
所
並
び
に
設
立
準
拠
法
国
等
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
第
九
条
第
二

項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
、
供
給
者
等
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月

日
及
び
国
籍
等
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添

付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
特
定

社
会
基
盤
役
務
の
提
供
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

（
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
が
、
同
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
免
れ
る
目
的
で

特
定
社
会
基
盤
役
務
の
安
定
的
な
提
供
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
を
生
じ
さ

せ
た
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
導
入
等
計
画
書
を
変
更
し
て
他
の
事
業

者
か
ら
特
定
重
要
設
備
の
導
入
を
緊
急
に
行
い
、
又
は
他
の
事
業
者
に
委
託

し
て
特
定
重
要
設
備
の
重
要
維
持
管
理
等
を
緊
急
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
そ
の

支
障
の
除
去
又
は
発
生
の
防
止
の
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
他
に
適
当

な
方
法
が
な
い
場
合
と
す
る
。 
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５ 

法
第
五
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
二
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
有
効
期
間
又
は

有
効
期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
届
出
の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の

に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
届
出
の
日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
特
定
重
要
設
備
の
導
入
を
行
う
場
合
の

導
入
等
計
画
書
の
変
更
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
七
（
一
）
に
よ
り

、
特
定
重
要
設
備
の
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合
の
導
入
等
計
画
書

の
変
更
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
七
（
二
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
供
給
者
等
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
、
住
所
並
び
に
設
立

準
拠
法
国
等
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付

を
、
供
給
者
等
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
国
籍
等
に
変
更
が
な
い
と

き
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

法
第
五
十
四
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
特
定
重
要
設
備
の
導
入
を
行
う
場
合
の
導
入

等
計
画
書
の
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
八
（
一
）
に
よ
り
、
特

定
重
要
設
備
の
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ
せ
る
場
合
の
導
入
等
計
画
書
の
変

更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
八
（
二
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
軽
微
な
変
更
） 

第
二
十
四
条 

法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の 

 
［
条
を
加
え
る
。
］ 
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イ 

特
定
重
要
設
備
の
供
給
者
の
住
所
の
変
更
（
国
名
を
変
更
す
る
場
合

に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
） 

ロ 

第
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
特
定
重
要
設
備
の
供
給

者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決
権
の
数
を
直
接
に

保
有
す
る
者
の
当
該
議
決
権
の
数
の
当
該
供
給
者
の
総
株
主
等
の
議
決

権
の
数
に
占
め
る
割
合
の
変
更
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
を

除
く
。
） 

(1) 

当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
特
定
重
要
設
備
の

供
給
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
五
以
上
三
分
の
一
未

満
の
議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場

合 

(2) 

当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
特
定
重
要
設
備
の

供
給
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
百
分
の
五
十
未
満

の
議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合 

(3) 

当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
特
定
重
要
設
備
の

供
給
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
以
上
の
議
決
権
の
数

を
直
接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合 

ハ 

第
十
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
前
条
第
一
項
第
三

号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

構
成
設
備
の
供
給
者
の
住
所
の
変
更 

ロ 

第
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
構
成
設
備
の
供
給
者
の
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総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有

す
る
者
の
当
該
議
決
権
の
数
の
当
該
供
給
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の

数
に
占
め
る
割
合
の
変
更
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
も
の
を
除
く

。
） 

(1) 
当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
構
成
設
備
の
供
給

者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
五
以
上
三
分
の
一
未
満
の

議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合 

(2) 

当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
構
成
設
備
の
供
給

者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
百
分
の
五
十
未
満
の
議

決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合 

(3) 

当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
構
成
設
備
の
供
給

者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
以
上
の
議
決
権
の
数
を
直

接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合 

ハ 

第
十
三
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
（
前
条
第
一
項
第
四

号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

三 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

重
要
維
持
管
理
等
の
委
託
の
相
手
方
の
住
所
の
変
更 

ロ 

第
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
重
要
維
持
管
理
等
の
委

託
の
相
手
方
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決
権
の
数

を
直
接
に
保
有
す
る
者
の
当
該
議
決
権
の
数
の
当
該
委
託
の
相
手
方
の

総
株
主
等
の
議
決
権
の
数
に
占
め
る
割
合
の
変
更
（
次
に
掲
げ
る
場
合

に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
） 
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(1) 

当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
重
要
維
持
管
理
等

の
委
託
の
相
手
方
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
五
以
上
三

分
の
一
未
満
の
議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者

が
あ
る
場
合 

(2) 
当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
重
要
維
持
管
理
等

の
委
託
の
相
手
方
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
百
分
の

五
十
未
満
の
議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が

あ
る
場
合 

(3) 

当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
重
要
維
持
管
理
等

の
委
託
の
相
手
方
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
以
上
の
議

決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合 

四 

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
の
う
ち

次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

再
委
託
の
相
手
方
等
の
住
所
の
変
更 

ロ 

第
十
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
再
委
託
の
相
手
方
等
の

総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
以
上
の
議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有

す
る
者
の
当
該
議
決
権
の
数
の
当
該
再
委
託
の
相
手
方
等
の
総
株
主
等

の
議
決
権
の
数
に
占
め
る
割
合
の
変
更
（
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る

も
の
を
除
く
。
） 

(1) 

当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
再
委
託
の
相
手
方

等
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
五
以
上
三
分
の
一
未
満
の

議
決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合 

(2) 

当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
再
委
託
の
相
手
方
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等
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
百
分
の
五
十
未
満
の
議

決
権
の
数
を
直
接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合 

(3) 

当
該
割
合
が
増
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
再
委
託
の
相
手
方

等
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
以
上
の
議
決
権
の
数
を
直

接
に
保
有
す
る
者
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
場
合 

 （
変
更
の
報
告
） 

第
二
十
五
条 

法
第
五
十
四
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
次
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
に
係
る
事
項
の
報
告
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
は
、
第
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
有
効
期
間
又
は
有
効

期
限
の
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

の
日
に
お
い
て
有
効
な
も
の
に
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
報
告
の

日
前
三
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
添
付
し
て
、
特
定
重
要

設
備
の
導
入
を
行
う
場
合
の
導
入
等
計
画
書
の
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
様
式
第
九
（
一
）
に
よ
り
、
特
定
重
要
設
備
の
重
要
維
持
管
理
等
を
行
わ

せ
る
場
合
の
導
入
等
計
画
書
の
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
様
式
第
九
（

二
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
供
給
者
等
の
代
表
者
の
氏
名
、

住
所
及
び
設
立
準
拠
法
国
等
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
第
九
条
第
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
、
供
給
者
等
の
役
員
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び

国
籍
等
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
の
添
付
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
変
更
は
、
構
成
設
備
の
種

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 

類
、
名
称
又
は
機
能
の
変
更
と
す
る
。 

３ 
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
報
告
は
、
様
式
第
十
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

 

（
立
入
検
査
の
証
明
書
） 

第
二
十
六
条 

法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
社
会
基
盤
事
業
者

に
対
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
十
一

に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
立
入
検
査
の
証
明
書
） 

第
七
条 

法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
社
会
基
盤
事
業
者
に
対

す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
四
に
よ
る

も
の
と
す
る
。 

24



「
第

七
条

」
 
「

第
二

十
六

条
」

 
様
式
第
四
中 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
と
し
、
様
式
第
三
の
次
に
次
の
十
二
様
式

を
加
え
る
。 
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様式第四（一）（第九条第一項、第二十一条関係） 

 

導入等計画書（特定重要設備の導入を行う場合） 

 

年  月  日 

 

殿 

 

住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第

52 条第１項の規定により、特定重要設備の導入を行うので、次のとおり届け出

ます。 

 

１．特定重要設備の概要 

特定重要設備の種類  

特定重要設備の名称  

特定重要設備の機能  

特定重要設備を設置する場所  

特定重要設備を使用する場所  

（記載上の注意） 

１．「特定重要設備の種類」の欄には、第１条において定める特定重要設備の

うち、該当するものを記載すること。 

２．「特定重要設備の名称」の欄には、同一の種類の特定重要設備から導入を

行う特定重要設備を特定する事項（品名、型番号等）を記載すること。 

３．「特定重要設備の機能」の欄には、特定社会基盤役務を安定的に提供する

ため特定重要設備が有する固有の役割を果たす作用を記載すること。 

４．「特定重要設備を設置する場所」及び「特定重要設備を使用する場所」の

欄には、それぞれの場所の所在する少なくとも都道府県名までを記載するこ

ととし、国外に所在する場合は、これらに相当するものを記載すること。 

 

２．特定重要設備の導入の内容及び時期 
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内容 

導入の目的  

導 入 に

携 わ る

者 に 関

す る 事

項 

名称及び代表者

の氏名 

 

住所  

設立準拠法国等  

導入との関係  

時期  

（記載上の注意） 

１．「導入に携わる者に関する事項」の欄には、特定重要設備の供給者から、

当該特定重要設備を特定社会基盤事業者が導入するまでに経由する者のう

ち、次の（１）又は（２）に該当する者に関する情報を記載すること。 

（１）特定社会基盤事業者と特定重要設備の供給者との間に介在し、特定重要

設備の供給網の管理その他の特定重要設備の導入に当たって重要な役割を

有する者 

（２）特定重要設備についてサイバーセキュリティに関する対策の実施状況の

確認等の妨害行為の防止に関する実施状況の確認を実施する者であって、当

該特定重要設備の機能に変更を及ぼし得る者 

２．個人である場合にあっては、「名称及び代表者の氏名」の欄には氏名を記

載すること（以下この様式において同じ。）。 

３．「設立準拠法国等」の欄にはその設立に当たって準拠した法令を制定した

国又は地域の名称を記載すること（個人である場合にあっては国籍等を記載

すること。以下この様式において同じ。）。 

４．個人である場合にあっては、「設立準拠法国等」の欄に記載する情報は、

当該個人が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができ

る。このとき、当該個人は、特定社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金融

庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することとする

（以下この様式において同じ。）。 

５．「導入との関係」の欄には、１．の（１）又は（２）のいずれに該当する

かを記載した上で、導入に携わる者が行う行為を具体的に記載すること。 

６．「時期」の欄には、特定重要設備を導入するために必要な一連の行為が完

了し、役務の提供の用に供する時点を記載すること。具体的な時点が未定で

ある場合には予定年月を記載した上で、「（予定）」と併せて記載すること。 

 

３．特定重要設備の供給者に関する事項 

（１）特定重要設備の供給者 
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名称及び代表者

の氏名 

 

住所  

設立準拠法国等  

 

（２）特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の５％以上を直接に保有する

者 

 名称又は氏名 設立準拠法国等又は 

国籍等 

議決権保有割合（％）

（確認した年月日） 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    

（記載上の注意） 

１．議決権保有割合は、届出の日前２月以内の日における総株主等の議決権の

数に占める割合を、小数点以下第３位を四捨五入して記載すること（以下こ

の様式において同じ。）。 

２．「設立準拠法国等又は国籍等」の欄は、議決権を保有する者が法人である

場合には当該法人の設立準拠法国等を、個人である場合には当該個人の国籍

等を記載すること（以下この様式において同じ。）。 

３．「設立準拠法国等又は国籍等」の欄に記載する情報は、特定重要設備の供

給者が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。

このとき、当該供給者は、特定社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金融庁

長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することとする。 

 

（３）特定重要設備の供給者の役員 

 氏名 生年月日 国籍等 

①    

②    

③    

④    

⑤    
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⑥    

⑦    

⑧    

（記載上の注意） 

「生年月日」及び「国籍等」の欄に記載する情報及び当該情報に係る第９条

第２項第２号に掲げる書類は、特定重要設備の供給者が金融庁長官、法務大臣

及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該供給者は、特定

社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直

接に提出することを報告することとする。 

 

（４）特定重要設備の供給者における外国政府等との取引に係る売上高の割合 

年 月 日～ 年 月 日の３年間 

該当あり□、該当なし□ 

事業年度 外国政府等の名称 割合（％） 

   

   

（記載上の注意） 

１．届出の日の２月前の日以前に終了した直近の３事業年度のうち、いずれか

１の事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額のうちに同一

の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める

割合が 100 分の 25 以上である場合は「該当あり」に印を付け、それ以外の

場合には「該当なし」に印を付けること。 

２．「外国政府等の名称」及び「割合」の欄に記載する情報は、特定重要設備

の供給者が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができ

る。このとき、当該供給者は、特定社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金

融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することとす

る。 

 

（５）特定重要設備を製造する工場又は事業場の所在地 

工場又は事業場の 

所在地 

 

  

（確認項目） 

特定社会基盤事業者は、特定重要設備の導入に当たって、特定重要

設備の供給者が単に自らに対し販売を行っているのみならず、上記

の「工場又は事業場の所在地」の欄に所在地が記載された工場又は

□ 
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事業場において当該供給者が自ら特定重要設備を製造し、かつ、当

該特定重要設備の機能を充足させていることを確認している。   

（記載上の注意） 

１．「工場又は事業場の所在地」の欄には、特定重要設備を製造する工場又は

事業場の所在する国又は地域の名称を記載すること（以下この様式において

同じ。）。 

２．確認項目の内容を確認している場合には、その右欄にある□に印を付ける

こと。 

 

４．構成設備に関する事項 

（
１
）
概
要 

構成設備の種類  

構成設備の名称  

構成設備の機能  

（
２
）
供
給
者 

名称及び 

代表者の氏名 
 

住所  

設立準拠法国等  

（
３
）
供
給
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の

５
％
以
上
を
直
接
に
保
有
す
る
者 

 

 

 名称又は氏名 設立準拠法国等又は 

国籍等 

議決権保有割合（％） 

（確認した年月日） 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    
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（
４
）
供
給
者
の
役
員 

 

 

 氏名 生年月日 国籍等 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    

（
５
）
供
給
者
に
お
け
る
外
国
政
府
等

と
の
取
引
に
係
る
売
上
高
の
割
合 

 

年 月 日～ 年 月 日の３年間 

該当あり□、該当なし□ 

事業年度 外国政府等の名称 割合（％） 

   

   
 

（
６
）
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地 

 

工場又は事業場

の所在地 
 

（確認項目） 

特定社会基盤事業者は、特定重要設備の供給者がそ

の製造に当たって、構成設備の供給者が単に特定重

要設備の供給者に対し販売を行っているのみなら

ず、上記の「工場又は事業場の所在地」の欄に所在

地が記載された工場又は事業場において当該構成設

備の供給者が自ら構成設備を製造し、かつ、当該構

成設備の機能を充足させていることを確認している

ことを確認している。 

□ 

 

（記載上の注意） 
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１．「構成設備の種類」の欄には、第 12 条において定める構成設備のうち、該

当するものを記載すること。 

２．「構成設備の名称」の欄には、同一の種類の構成設備から導入を行う構成

設備を特定する事項（品名又は型番号等）を記載すること。 

３．「構成設備の機能」の欄には、特定重要設備が特定社会基盤役務を安定的

に提供するため構成設備が有する固有の役割を果たす作用を記載すること。 

４．構成設備がＩＳＭＡＰの登録を受けているクラウドサービスである場合は、

「構成設備の名称」の欄に利用するクラウドサービスの名称を、「構成設備

の機能」の欄に利用するクラウドサービスが担う機能を、それぞれ記載する

こと。 

５．構成設備がＩＳＭＡＰの登録を受けているクラウドサービスである場合は、

（３）から（６）までの項の記載及び当該構成設備の一部を構成する構成設

備に関する記載を省略することができる。 

６．（３）の「設立準拠法国等又は国籍等」の欄に記載する情報は、構成設備

の供給者が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができ

る。このとき、当該供給者は、特定重要設備の供給者に対し、あらかじめ、

金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することと

する。 

７．（４）の「生年月日」及び「国籍等」の欄に記載する情報及び当該情報に

係る第９条第２項第２号に掲げる書類は、構成設備の供給者が金融庁長官、

法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該供給

者は、特定重要設備の供給者に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及

び財務大臣に直接に提出することを報告することとする。 

８．届出の日の２月前の日以前に終了した直近の３事業年度のうち、いずれか

１の事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額のうちに同一の国

又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合

が 100 分の 25 以上である場合は（５）の「該当あり」に印を付け、それ以

外の場合には「該当なし」に印を付けること。 

９．（５）の「外国政府等の名称」及び「割合」の欄に記載する情報は、構成

設備の供給者が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することが

できる。このとき、当該供給者は、特定重要設備の供給者に対し、あらかじ

め、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告するこ

ととする。 

10．６、７又は９の規定により報告を受けた特定重要設備の供給者は、特定社

会基盤事業者に対し、当該規定による報告を受けた旨を報告することとする。 

11．（６）の確認項目の内容を確認している場合には、その右欄にある□に印

を付けること。 
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５．特定重要設備の導入に当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為

を防止するための措置に係る事項 

項目  備考 

（１）特定重要設備及び構成設備の供給者における製造等の過程で、特定重要

設備及び構成設備に不正な変更が加えられることを防止するために必要な管

理がなされ、当該管理がなされていることを特定社会基盤事業者が確認でき

ることを契約等により担保している。 
   
①－１ 特定社会基盤事業者は、特定社会

基盤事業者等において、特定重要設備に

悪意のあるコード等が混入していないか

を確認するための受入検査その他の検証

体制が構築されており脆弱性テストが導

入までに実施されること※を確認してい

る。 

※ 当該特定重要設備の供給者及び当該特

定重要設備の構成設備の供給者によって

実施されるものを除く。 

□ 

 

   
①－２ 特定社会基盤事業者※１は、特定社

会基盤事業者又は特定重要設備の供給者

等において、構成設備に悪意のあるコー

ド等が混入していないかを確認するため

の受入検査その他の検証体制が構築され

ており脆弱性テストが導入までに実施さ

れること※２を確認している。 

※１ 特定重要設備の供給者を通じて確認

している場合も含む。 

※２ 当該構成設備の供給者によって実施

されるものを除く。 

□ 

 

②－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が特定社会基盤事業者によ

って調達時に指定された情報セキュリテ

ィ要件（特定重要設備に最新のセキュリ

ティパッチが適用されているか否か、不

正プログラム対策ソフトウェアを最新化

しているか否か等）を導入までに実装す

ることを確認している。 

□ 
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②－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が特定社会基盤事業者又は特定

重要設備の供給者によって調達時に指定

された情報セキュリティ要件（構成設備

に最新のセキュリティパッチが適用され

ているか否か、不正プログラム対策ソフ

トウェアを最新化しているか否か等）を

導入までに実装することを確認してい

る。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

③－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が、特定重要設備の製造工

程（開発工程を含む。）において信頼でき

る品質保証体制を確立していることを確

認している。 

□ 

 

③－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が、構成設備の製造工程（開発工

程を含む。）において信頼できる品質保証

体制を確立していることを確認してい

る。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

④－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が、特定重要設備の製造工

程（開発工程を含む。）における不正な変

更の有無について、定期的又は随時に確

認を行うことを確認している。 

□ 

 

④－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が、構成設備の製造工程（開発工

程を含む。）における不正な変更の有無に

ついて、定期的又は随時に確認を行うこ

とを確認している。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

   
⑤－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が特定重要設備の製造環境
□ 
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（開発環境を含む。）において、定められ

た要員以外がアクセスできないよう、ア

クセス可能な要員を物理的（監視カメラ

等の入退室管理等）かつ論理的（データや

システム等へのアクセス制御）に適切に

制限することを確認している。    
⑤－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が構成設備の製造環境（開発環

境を含む。）において、定められた要員以

外がアクセスできないよう、アクセス可

能な要員を物理的（監視カメラ等の入退

室管理等）かつ論理的（データやシステム

等へのアクセス制御）に適切に制限する

ことを確認している。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

⑥ 特定社会基盤事業者は、特定重要設備

をインターネット回線と接続する場合に

は、特定重要設備に、不正なアクセス等を

防ぐための機能を実装し、その利用マニ

ュアル・ガイダンス等を自ら適切に整備・

実施している。 

□ 

 

⑦ 特定社会基盤事業者は、特定重要設備

の供給者及び特定重要設備の導入に携わ

る者が、特定重要設備の設置等に際して

不正な変更を加えることを防止する体制

を確立していることを確認している。 

□ 

 

⑧－１ 特定社会基盤事業者は、導入した

特定重要設備に不正な変更やそのおそれ

があることを発見した場合には、特定重

要設備の供給者が詳細な調査や立入検査

等に協力をすることが担保されているこ

とを確認している。 

□ 

 

   
⑧－２ 特定社会基盤事業者※は、導入した

特定重要設備の構成設備に不正な変更や

そのおそれがあることを発見した場合に

は、構成設備の供給者が詳細な調査や立

□ 
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入検査等に協力をすることが担保されて

いることを確認している。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。    
（２）特定重要設備又は構成設備について、将来的に保守・点検等が必要とな

ることが見込まれる場合に、当該保守・点検等を行うことができる者が特定

重要設備又は構成設備の供給者に限られるかどうか等の実態も踏まえ、供給

者を選定している。 

⑨－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者によるサービス保証（故障

対応や脆弱性対応等）が十分に講じられ

ることを確認している。 

□ 

 

⑨－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者によるサービス保証（故障対応

や脆弱性対応等）が十分に講じられるこ

とを確認している。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

⑩－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備のサービス保証（故障対応や脆弱性

対応等）が受けられなくなった場合を想

定して、代替手段の検討等の必要な対策

を自ら講じている。 

□ 

 

⑩－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

のサービス保証（故障対応や脆弱性対応

等）が受けられなくなった場合を想定し

て、代替手段の検討等の必要な対策を自

ら講じている。 

※ 特定重要設備の供給者において検討し

ている場合も含む。 

□ 

 

（３）特定重要設備及び構成設備について、不正な妨害が行われる兆候を把握

可能な体制がとられており、不正な妨害が加えられた場合であっても、冗長

性が確保されているなど、役務の提供に支障を及ぼさない構成となっている。 
   
⑪ 特定社会基盤事業者は、ランサムウェ

アに感染した場合等の特定重要設備に対

する不正な妨害が行われたときであって

も役務の提供が継続できる体制（バック

□ 

 

36



 

アップの取得・隔離管理、復旧手順の明確

化・具体化、代替設備との交換等）につい

て、自ら整備している。    
⑫ 特定社会基盤事業者は、情報の漏洩等

の情報セキュリティインシデントが発生

した場合の対応方針・体制（マニュアル等

の整備、定期的なインシデント対応の訓

練等）を自ら整備している。 

□ 

 

⑬ 特定社会基盤事業者は、特定社会基盤

事業者又は特定重要設備の供給者が、特

定重要設備についてアクセス制御に関す

る仕組みを講じ、特定重要設備に対する

不正なアクセスを監視する仕組みを導入

までに実装することを確認している。 

□ 

 

（４）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給者や委託（再

委託を含む。）の相手方について、過去の実績を含め、我が国の法令や国際的

に受け入れられた基準等の遵守状況を確認している。 

⑭－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が、届出を行う日の前日か

ら起算して過去３年間の実績を含め、国

内の関連法規や国際的に受け入れられた

基準（それに基づいて各国で整備されて

いる規制等を含む。）に反していないこと

を確認している。 

□ 

 

⑭－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が、届出を行う日の前日から起

算して過去３年間の実績を含め、国内の

関連法規や国際的に受け入れられた基準

（それに基づいて各国で整備されている

規制等を含む。）に反していないことを確

認している。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

（５）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給や委託（再委

託を含む。）した重要維持管理等の適切性について、外国の法的環境等により

影響を受けるものではないことを確認している。 
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⑮－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が、外国の法的環境や外部

主体の指示（明示的なものだけでなく暗

黙の指示も含む。）によって、特定社会基

盤事業者との契約に違反する行為が生じ

た可能性がある場合、これを特定社会基

盤事業者に対して報告することを契約等

により担保している。 

□ 

 

⑮－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が、外国の法的環境や外部主体

の指示（明示的なものだけでなく暗黙の

指示も含む。）によって、特定社会基盤事

業者又は特定重要設備の供給者等との契

約に違反する行為が生じた可能性がある

場合、これを特定社会基盤事業者又は特

定重要設備の供給者等に対して報告する

ことを契約等により担保している。 

※ 特定重要設備の供給者等を通じて担保

している場合も含む。 

□ 

 

⑯ 特定社会基盤事業者は、特定重要設備

を設置し又は使用する場所において、監

視カメラやドローン等の映像情報を得る

ことを目的とした機器を設置し又は使用

する場合、当該機器の供給者の本社等（供

給者の総株主等の議決権の過半数を直接

又は間接に保有する者の本社等を含む。）

の立地する場所の法的環境等により、当

該機器の映像情報の取扱いの適切性が影

響を受けないことを確認している。 

□ 

 

（６）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給者や委託（再

委託を含む。）の相手方に関して、我が国の外部からの影響を判断するに資す

る情報の提供が受けられることを契約等により担保している。また、契約締

結後も当該情報について変更があった場合に、適時に情報提供を受けられる

ことを契約等により担保している。 
   
⑰ 特定社会基盤事業者は、特定重要設備

及び構成設備の供給者の名称・所在地、役

員や資本関係等、事業計画や実績、設備又

□ 
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は部品を製造する工場等の所在地、作業

に従事する者の所属・専門性（情報セキュ

リティに係る資格・研修実績等）等に関す

る情報提供を受けられることを契約等に

より担保している。 

また、特定社会基盤事業者は、契約締結

後に上記の事項について変更があった場

合に、適時に情報提供を受けることを契

約等により担保している。    
（記載上の注意） 

１．それぞれの項目の措置を講じている場合には、□に印を付けること。印を

付けた項目については、当該措置を講じていることを証する書類を添付する

こと。 

２．構成設備がＩＳＭＡＰの登録を受けているクラウドサービスである場合は、

当該構成設備及び当該構成設備の一部を構成する構成設備に係る①－２、②

－２、③－２、④－２、⑤－２、⑧－２、⑨－２、⑩－２の項目に関する記

載を、それぞれ省略することができる。 

３．それぞれの項目と同一の内容でない場合であっても、同等の特定妨害行為

を防止するための措置が実施できていると考えられる場合には、当該措置の

内容を、それぞれの項目に対応する備考の欄に記載すること。 

４．①－２、②－２、③－２、④－２、⑤－２、⑧－２、⑨－２、⑩－２、⑭

－２、⑮－２の項目の措置を講じていることを証する書類は、特定重要設備

の供給者又は構成設備の供給者が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接

に提出することができる。このとき、特定重要設備の供給者又は構成設備の

供給者は、それぞれ特定社会基盤事業者又は特定重要設備の供給者に対し、

あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報

告することとし、報告を受けた特定重要設備の供給者は、特定社会基盤事業

者に対し、報告を受けた旨を報告することとする。 

 

６．備考 
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注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第四（二）（第九条第一項、第二十一条関係） 

 

導入等計画書（特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合） 

 

年  月  日 

 

殿 

 

住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第

52 条第１項の規定により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせるので、次

のとおり届け出ます。 

 

１．特定重要設備の概要 

特定重要設備の種類  

特定重要設備の名称  

特定重要設備の機能  

特定重要設備を設置する場所  

特定重要設備を使用する場所  

（記載上の注意） 

１．「特定重要設備の種類」の欄には、第１条において定める特定重要設備の

うち、該当するものを記載すること。 

２．「特定重要設備の名称」の欄には、同一の種類の特定重要設備から重要維

持管理等を行わせる特定重要設備を特定する事項（品名、型番号等）を記載

すること。 

３．「特定重要設備の機能」の欄には、特定社会基盤役務を安定的に提供する

ため特定重要設備が有する固有の役割を果たす作用を記載すること。 

４．「特定重要設備を設置する場所」及び「特定重要設備を使用する場所」の

欄には、それぞれの場所の所在する少なくとも都道府県名までを記載するこ

ととし、国外に所在する場合は、これらに相当するものを記載すること。 
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２．重要維持管理等の委託の内容及び時期又は期間 

重要維持管

理等の委託

の内容 

目的  

行わせる重

要維持管理

等の内容 

 

重要維持管

理等を行う

場所 

 

重要維持管理等を行わせ

る時期又は期間 

 

（記載上の注意） 

「重要維持管理等を行わせる時期又は期間」の欄には、単発・継続性のない

重要維持管理等の委託の場合は当該重要維持管理等を行わせる時期を、反復・

継続的な重要維持管理等の委託の場合は当該重要維持管理等を行わせる期間

を記載すること。具体的な時点が未定である場合には予定年月を記載した上で、

「（予定）」と併せて記載すること。 

 

３．重要維持管理等の委託の相手方に関する事項 

（１）重要維持管理等の委託の相手方 

名称及び代表者

の氏名 

 

住所  

設立準拠法国等  

（記載上の注意） 

１．個人である場合にあっては、「名称及び代表者の氏名」の欄には氏名を記

載すること（以下この様式において同じ。）。 

２．「設立準拠法国等」の欄にはその設立に当たって準拠した法令を制定した

国又は地域の名称を記載すること（個人である場合にあっては国籍等を記載

すること。以下この様式において同じ。）。 

３．個人である場合にあっては、「設立準拠法国等」の欄に記載する情報は、

当該個人が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができ

る。このとき、当該個人は、特定社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金融

庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することとする

（以下この様式において同じ。）。 

 

（２）重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の５％以上を直接に

保有する者 
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 名称又は氏名 設立準拠法国等又は 

国籍等 

議決権保有割合（％） 

（確認した年月日） 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    

（記載上の注意） 

１．議決権保有割合は、届出の日前２月以内の日における総株主等の議決権の

数に占める割合を、小数点以下第３位を四捨五入して記載すること（以下こ

の様式において同じ。）。 

２．「設立準拠法国等又は国籍等」の欄は、議決権を保有する者が法人である

場合には当該法人の設立準拠法国等を、個人である場合には当該個人の国籍

等を記載すること（以下この様式において同じ。）。 

３．「設立準拠法国等又は国籍等」の欄に記載する情報は、重要維持管理等の

委託の相手方が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することが

できる。このとき、当該委託の相手方は、特定社会基盤事業者に対し、あら

かじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告す

ることとする。 

 

（３）重要維持管理等の委託の相手方の役員 

 氏名 生年月日 国籍等 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    

（記載上の注意） 

「生年月日」及び「国籍等」の欄に記載する情報及び当該情報に係る第９条

第２項第２号に掲げる書類は、重要維持管理等の委託の相手方が金融庁長官、
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法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該委託の

相手方は、特定社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及

び財務大臣に直接に提出することを報告することとする。 

 

（４）重要維持管理等の委託の相手方における外国政府等との取引に係る売上

高の割合 

年 月 日～ 年 月 日の３年間 

該当あり□、該当なし□ 

事業年度 外国政府等の名称 割合（％） 

   

   

（記載上の注意） 

１．届出の日の２月前の日以前に終了した直近の３事業年度のうち、いずれか

１の事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額のう

ちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額

の占める割合が 100 分の 25 以上である場合は「該当あり」に印を付け、そ

れ以外の場合には「該当なし」に印を付けること。 

２．「外国政府等の名称」及び「割合」の欄に記載する情報は、重要維持管理

等の委託の相手方が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出するこ

とができる。このとき、当該委託の相手方は、特定社会基盤事業者に対し、

あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報

告することとする。 

 

４．重要維持管理等の再委託に関する事項 

（
１
）
内
容
及
び
時
期
又

は
期
間 

行わせる重要維持管

理等の内容 

 

重要維持管理等を行

う場所 

 

重要維持管理等を再

委託して行わせる時

期又は期間 

 

（
２
）
再
委
託
の

相
手
方 

名称及び代表者の氏

名 

 

住所  

設立準拠法国等  
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（
３
）
再
委
託
の
相
手
方
の
総
株
主
等
の
議
決
権

の
５
％
以
上
を
直
接
に
保
有
す
る
者 

 

 名称又は

氏名 

設立準拠法国等又は

国籍等 

議決権保有割合（％） 

（確認した年月日） 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    

 

 

（
４
）
再
委
託
の
相
手
方
の
役
員 

 

 氏名 生年月日 国籍等 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    
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（
５
）
再
委
託
の
相
手
方
に
お
け
る
外
国
政
府
等

と
の
取
引
に
係
る
売
上
高
の
割
合 

 

年 月 日～ 年 月 日の３年間 

該当あり□、該当なし□ 

事業年度 外国政府等の名称 割合（％） 

   

   
 

（記載上の注意） 

１．再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場

合にあっては、当該再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間並び

に当該再委託の相手方に関する事項も記載すること。 

２．「重要維持管理等を再委託して行わせる時期又は期間」の欄には、単発・

継続性のない重要維持管理等の再委託の場合は当該重要維持管理等を行わ

せる時期を、反復・継続的な重要維持管理等の再委託の場合は当該重要維持

管理等を行わせる期間を記載すること。 

３．第 17 条の規定に基づき、重要維持管理等の再委託に関する事項（当該重

要維持管理等の再委託に係る第 15 条第３号に掲げる事項を除く。）の記載

を省略するときは、その旨をそれぞれの記載事項に該当する欄に記載した上

で、第 17 条各号に掲げる場合に該当することを証する書類を添付するとと

もに、講じた措置の概要を「６．備考」の欄に記載すること。 

４．（３）の「設立準拠法国等又は国籍等」の欄に記載する情報は、重要維持

管理等の再委託の相手方が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出

することができる。このとき、当該再委託の相手方は、重要維持管理等の委

託の相手方に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接

に提出することを報告することとする。 

５．（４）の「生年月日」及び「国籍等」の欄に記載する情報及び当該情報に

係る第９条第２項第２号に掲げる書類は、重要維持管理等の再委託の相手方

が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。この

とき、当該再委託の相手方は、重要維持管理等の委託の相手方に対し、あら

かじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告す

ることとする。 
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６．届出の日の２月前の日以前に終了した直近の３事業年度のうち、いずれか

１の事業年度における重要維持管理等の再委託の相手方の売上高の総額の

うちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計

額の占める割合が 100 分の 25 以上である場合は（５）の「該当あり」に印

を付け、それ以外の場合には「該当なし」に印を付けること。 

７．（５）の「外国政府等の名称」及び「割合」の欄に記載する情報は、重要

維持管理等の再委託の相手方が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に

提出することができる。このとき、当該再委託の相手方は、重要維持管理等

の委託の相手方に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に

直接に提出することを報告することとする。 

８．４、５又は７の規定により報告を受けた重要維持管理等の委託の相手方は、

特定社会基盤事業者に対し、当該規定による報告を受けた旨を報告すること

とする。 

 

５．重要維持管理等の委託に当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行

為を防止するための措置に係る事項 

項目  備考 

（１）委託された重要維持管理等の実施に当たり、委託（再委託を含む。）を受

けた者（その従業員等を含む。）によって、特定重要設備について特定社会基

盤事業者が意図しない変更が加えられることを防止するために必要な管理等

がなされ、その管理等に関する事項を特定社会基盤事業者が確認できること

を契約等により担保している。 

① 特定社会基盤事業者※は、委託の相手方

及び再委託の相手方等において、特定重

要設備の操作ログや作業履歴等の保管に

関する手順及びその確認に関する手順が

明確に定められており、当該操作ログや

作業履歴等の確認等により不正な変更の

有無を定期的又は随時に確認することに

ついて確認している。 

※ 再委託の相手方等における実施状況に

ついては、委託の相手方を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

   
② 特定社会基盤事業者は、特定重要設備

及び構成設備の状況を把握し、既存の設

備について最新のセキュリティパッチが

適用されているかどうか等の資産の管理

□ 
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を定期的に行っており、また、今後交換

する予定の設備についても同様に資産の

管理を定期的に行うこととしている。    
③ 特定社会基盤事業者※は、委託の相手方

及び再委託の相手方等が保有している設

計書や設備等の情報について、委託の相

手方及び再委託の相手方等が定めた要員

以外が当該情報にアクセスできないよ

う、要員を物理的（監視カメラ等の入退

室管理等）かつ論理的（データやシステ

ムへのアクセス防御）に適切に制限する

ことを確認している。 

※ 再委託の相手方等における実施状況に

ついては、委託の相手方を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

④ 特定社会基盤事業者※は、委託の相手方

及び再委託の相手方等が、重要維持管理

等の実施環境において、委託の相手方及

び再委託の相手方等が定めた要員以外が

アクセスできないよう、要員を物理的（監

視カメラ等の入退室管理等）かつ論理的

（データやシステムへのアクセス防御）

に適切に制限することを確認している。 

※ 再委託の相手方等における実施状況に

ついては、委託の相手方を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

⑤ 特定社会基盤事業者※は、委託の相手方

及び再委託の相手方等において、重要維

持管理等を実施する要員や管理責任者に

対するサイバーセキュリティに関する教

育や研修を定期的（年間１回以上）に実

施し、サイバーセキュリティリテラシー

の維持向上に努めていることを確認して

いる。 

※ 再委託の相手方等における実施状況に

ついては、委託の相手方を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 
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（２）重要維持管理等の再委託が行われる場合においては、再委託を受けた者

のサイバーセキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報が、再

委託を行った者を通じて特定社会基盤事業者に提供され、また、再委託を行

うことについてあらかじめ特定社会基盤事業者の承認を受けることが契約等

により担保されている。 

⑥ 特定社会基盤事業者は、委託の相手方

が再委託を行うに当たり、特定社会基盤

事業者の承認を得ることを要件としてお

り、再委託の相手方等に対しても、さら

に再委託を行う場合には特定社会基盤事

業者の承認を受けること等を要件として

課していることを確認している。 

□  

⑦ 特定社会基盤事業者は、委託の相手方

との契約において再委託の相手方等が委

託の相手方と同等のサイバーセキュリテ

ィ対策を確保することを、再委託を行う

場合の条件として設定することを要件と

している。 

□  

（３）特定社会基盤事業者が、委託の相手方が契約に反して重要維持管理等の

役務の提供を中断又は停止するおそれがないかを確認している。 

⑧ 特定社会基盤事業者※は、委託の相手方

及び再委託の相手方等の事業安定性を、

委託の相手方及び再委託の相手方等の事

業計画（例えば、中期経営計画等）、資産

状況及び役務の提供実績等により確認し

ている。 

※ 再委託の相手方等については、委託の

相手方を通じて確認している場合も含

む。 

□ 

 

（４）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給者や委託（再

委託を含む。）の相手方について、過去の実績を含め、我が国の法令や国際的

に受け入れられた基準等の遵守状況を確認している。 
   
⑨－１ 特定社会基盤事業者は、委託の相

手方が、届出を行う日の前日から起算し

て過去３年間の実績を含め、国内の関連

法規や国際的に受け入れられた基準（そ

れに基づいて各国で整備されている規制

□ 
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等を含む。）に反していないことを確認し

ている。    
⑨－２ 特定社会基盤事業者※は、再委託の

相手方等が、届出を行う日の前日から起

算して過去３年間の実績を含め、国内の

関連法規や国際的に受け入れられた基準

（それに基づいて各国で整備されている

規制等を含む。）に反していないことを確

認している。 

※ 委託の相手方を通じて確認している場

合も含む。 

□ 

 

（５）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給や委託（再委

託を含む。）した重要維持管理等の適切性について、外国の法的環境等により

影響を受けるものではないことを確認している。 

⑩－１ 特定社会基盤事業者は、委託の相

手方が、外国の法的環境や外部主体の指

示（明示的なものだけでなく暗黙の指示

も含む。）によって、特定社会基盤事業者

との契約に違反する行為が生じた可能性

がある場合、これを特定社会基盤事業者

に対して報告することを契約等により担

保している。 

□ 

 

⑩－２ 特定社会基盤事業者※は、再委託の

相手方等が、外国の法的環境や外部主体

の指示（明示的なものだけでなく暗黙の

指示も含む。）によって、特定社会基盤事

業者又は再委託を行った者との契約に違

反する行為が生じた可能性がある場合、

これを特定社会基盤事業者又は再委託を

行った者に対して報告することを契約等

により担保している。 

※ 再委託を行った者を通じて担保してい

る場合も含む。 

□ 

 

   
⑪ 特定社会基盤事業者は、重要維持管理

等を実施する場所において、監視カメラ

やドローン等の映像情報を得ることを目

的とした機器を設置し又は使用する場

□ 
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合、当該機器の供給者の本社等（供給者

の総株主等の議決権の過半数を直接又は

間接に保有する者の本社等を含む。）の立

地する場所の法的環境等により、当該機

器の情報の取扱いの適切性が影響を受け

ないことを確認している。    
（６）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給者や委託（再

委託を含む。）の相手方に関して、我が国の外部からの影響を判断するに資す

る情報の提供が受けられることを契約等により担保している。また、契約締

結後も当該情報について変更があった場合に、適時に情報提供を受けられる

ことを契約等により担保している。 

⑫ 特定社会基盤事業者は、委託の相手方

及び再委託の相手方等の名称・所在地、

役員や資本関係等、事業計画や実績、重

要維持管理等の実施場所、作業に従事す

る者の所属・専門性（情報セキュリティ

に係る資格・研修実績等）等に関する情

報提供を受けられることを契約等により

担保している。 

また、特定社会基盤事業者は、契約締結

後に上記の事項について変更があった場

合に、適時に情報提供を受けることを契

約等により担保している。 

□ 

 

（記載上の注意） 

１．それぞれの項目の措置を講じている場合には、□に印を付けること。印を

付けた項目については、当該措置を講じていることを証する書類を添付する

こと。 

２．それぞれの項目と同一の内容でない場合であっても、同等の特定妨害行為

を防止するための措置が実施できていると考えられる場合には、当該措置の

内容を、それぞれの項目に対応する備考の欄に記載すること。 

３．①、③、④、⑤、⑧、⑨－２、⑩－２の項目の措置を講じていることを証

する書類（①、③、④、⑤、⑧については再委託の相手方等に関するものに

限る。）は、重要維持管理等の委託の相手方又は再委託の相手方等が金融庁

長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、重

要維持管理等の委託の相手方又は再委託の相手方等は、それぞれ特定社会基

盤事業者又は重要維持管理等の委託の相手方に対し、あらかじめ、金融庁長

官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することとし、報告
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を受けた重要維持管理等の委託の相手方は、特定社会基盤事業者に対し、報

告を受けた旨を報告することとする。 

 

６．備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第五（一）（第十条第二項関係） 

 

緊急導入等届出書（特定重要設備の導入を行った場合） 

 

年  月  日 

 

殿 

 

住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第

52 条第 11 項の規定により、特定重要設備の導入を行ったので、次のとおり届

け出ます。 

 

１．特定重要設備の導入を行うことが緊急やむを得ない場合であった理由 

（１）特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがあったこと 

① 特定社会基盤役務の提供

に生じた支障又は生ずるお

それの内容 

 

② ①が生じた時期及び期間  

③ ①により特定社会基盤役

務の提供に対して生じた影

響 

 

④ ①に対する措置のため緊

急に導入を行う必要があっ

た期日 

 

⑤ 導入等計画書の届出によ

っては対応ができなかった

理由 

 

（２）規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生

ずるおそれを生じさせたものではないこと 

① （１）①が生じた原因  

② （１）①を把握した時期  
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③ （１）①の発生を回避でき

なかった理由 
 

（３）他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行うことが支障の除去又は

発生の防止のために必要であったこと 

① （１）①と特定重要設備の

関係及び特定重要設備に生

じた支障の内容 

 

② （３）①と緊急に行った導

入との関係 
 

（４）特定重要設備の導入を緊急に行う他に適当な方法がなかったこと 

① 緊急に導入を行う以外に

検討した他の手段の内容 
 

② 他の手段によっては（１）

①に対応できなかった理由 
 

 

２．特定重要設備の概要 

特定重要設備の種類  

特定重要設備の名称  

特定重要設備の機能  

特定重要設備を設置した場所  

特定重要設備を使用している

場所 

 

（記載上の注意） 

１．「特定重要設備の種類」の欄には、第１条において定める特定重要設備の

うち、該当するものを記載すること。 

２．「特定重要設備の名称」の欄には、同一の種類の特定重要設備から導入を

行った特定重要設備を特定する事項（品名、型番号等）を記載すること。 

３．「特定重要設備の機能」の欄には、特定社会基盤役務を安定的に提供する

ため特定重要設備が有する固有の役割を果たす作用を記載すること。 

４．「特定重要設備を設置した場所」及び「特定重要設備を使用している場所」

の欄には、それぞれの場所の所在する少なくとも都道府県名までを記載する

こととし、国外に所在する場合は、これらに相当するものを記載すること。 

 

３．特定重要設備の導入の内容及び時期 

 導入の目的  
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内容 

導 入 に

携 わ る

者 に 関

す る 事

項 

名称及び代表者

の氏名 

 

住所  

設立準拠法国等  

導入との関係  

時期  

（記載上の注意） 

１．「導入に携わる者に関する事項」の欄には、特定重要設備の供給者から、

当該特定重要設備を特定社会基盤事業者が導入するまでに経由した者のう

ち、次の（１）又は（２）に該当する者に関する情報を記載すること。 

（１）特定社会基盤事業者と特定重要設備の供給者との間に介在し、特定重要

設備の供給網の管理その他の特定重要設備の導入に当たって重要な役割を

有した者 

（２）特定重要設備についてサイバーセキュリティに関する対策の実施状況の

確認等の妨害行為の防止に関する実施状況の確認を実施した者であって、当

該特定重要設備の機能に変更を及ぼし得た者 

２．個人である場合にあっては、「名称及び代表者の氏名」の欄には氏名を記

載すること（以下この様式において同じ。）。 

３．「設立準拠法国等」の欄にはその設立に当たって準拠した法令を制定した

国又は地域の名称を記載すること（個人である場合にあっては国籍等を記載

すること。以下この様式において同じ。）。 

４．個人である場合にあっては、「設立準拠法国等」の欄に記載する情報は、

当該個人が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができ

る。このとき、当該個人は、特定社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金融

庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することとする

（以下この様式において同じ。）。 

５．「導入との関係」の欄には、１．の（１）又は（２）のいずれに該当する

かを記載した上で、導入に携わる者が行った行為を具体的に記載すること。 

６．「時期」の欄には、特定重要設備を導入するために必要な一連の行為が完

了し、役務の提供の用に供した時点を記載すること。 

 

４．特定重要設備の供給者に関する事項 

（１）特定重要設備の供給者 

名称及び代表者

の氏名 

 

住所  

設立準拠法国等  
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（２）特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の５％以上を直接に保有する

者 

 名称又は氏名 設立準拠法国等又は 

国籍等 

議決権保有割合（％） 

（確認した年月日） 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    

（記載上の注意） 

１．議決権保有割合は、届出の日前２月以内の日における総株主等の議決権の

数に占める割合を、小数点以下第３位を四捨五入して記載すること（以下こ

の様式において同じ。）。 

２．「設立準拠法国等又は国籍等」の欄は、議決権を保有する者が法人である

場合には当該法人の設立準拠法国等を、個人である場合には当該個人の国籍

等を記載すること（以下この様式において同じ。）。 

３．「設立準拠法国等又は国籍等」の欄に記載する情報は、特定重要設備の供

給者が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。

このとき、当該供給者は、特定社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金融庁

長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することとする。 

 

（３）特定重要設備の供給者の役員 

 氏名 生年月日 国籍等 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    

（記載上の注意） 
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「生年月日」及び「国籍等」の欄に記載する情報及び当該情報に係る第９条

第２項第２号に掲げる書類は、特定重要設備の供給者が金融庁長官、法務大臣

及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該供給者は、特定

社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直

接に提出することを報告することとする。 

 

（４）特定重要設備の供給者における外国政府等との取引に係る売上高の割合 

年 月 日～ 年 月 日の３年間 

該当あり□、該当なし□ 

事業年度 外国政府等の名称 割合（％） 

   

   

（記載上の注意） 

１．届出の日の２月前の日以前に終了した直近の３事業年度のうち、いずれか

１の事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額のうちに同一

の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める

割合が 100 分の 25 以上である場合は「該当あり」に印を付け、それ以外の

場合には「該当なし」に印を付けること。 

２．「外国政府等の名称」及び「割合」の欄に記載する情報は、特定重要設備

の供給者が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができ

る。このとき、当該供給者は、特定社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金

融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することとす

る。 

 

（５）特定重要設備を製造する工場又は事業場の所在地 

工場又は事業

場の所在地 

 

（確認項目） 

特定社会基盤事業者は、特定重要設備の導入に当たって、特定重要

設備の供給者が単に自らに対し販売を行っているのみならず、上記

の「工場又は事業場の所在地」の欄に所在地が記載された工場又は

事業場において当該供給者が自ら特定重要設備を製造し、かつ、当

該特定重要設備の機能を充足させたことを確認した。 

□ 

（記載上の注意） 

１．「工場又は事業場の所在地」の欄には、特定重要設備を製造する工場又は

事業場の所在する国又は地域の名称を記載すること（以下この様式において

同じ。）。 
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２．確認項目の内容を確認した場合には、その右欄にある□に印を付けること。 

 

５．構成設備に関する事項 

（
１
）
概
要 

構成設備の種類  

構成設備の名称  

構成設備の機能  

（
２
）
供
給
者 

名称及び 

代表者の氏名 
 

住所  

設立準拠法国等  

（
３
）
供
給
者
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の

５
％
以
上
を
直
接
に
保
有
す
る
者 

 

 

 名称又は氏名 設立準拠法国等又は 

国籍等 

議決権保有割合（％） 

（確認した年月日） 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    
 

（
４
）
供
給
者
の
役
員 

 
 

 氏名 生年月日 国籍等 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    
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（
５
）
供
給
者
に
お
け
る
外
国
政
府
等

と
の
取
引
に
係
る
売
上
高
の
割
合 

 

 

年 月 日～ 年 月 日の３年間 

該当あり□、該当なし□ 

事業年度 外国政府等の名称 割合（％） 

   

   
 

（
６
）
製
造
す
る
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在

地 

 

工場又は事業

場の所在地 

 

（確認項目） 

特定社会基盤事業者は、特定重要設備の供給者がそ

の製造に当たって、構成設備の供給者が単に特定重

要設備の供給者に対し販売を行っているのみなら

ず、上記の「工場又は事業場の所在地」の欄に所在

地が記載された工場又は事業場において当該構成設

備の供給者が自ら構成設備を製造し、かつ、当該構

成設備の機能を充足させたことを確認したことを確

認した。 

□ 

 

（記載上の注意） 

１．「構成設備の種類」の欄には、第 12 条において定める構成設備のうち、該

当するものを記載すること。 

２．「構成設備の名称」の欄には、同一の種類の構成設備から導入を行った構

成設備を特定する事項（品名又は型番号等）を記載すること。 

３．「構成設備の機能」の欄には、特定重要設備が特定社会基盤役務を安定的

に提供するため構成設備が有する固有の役割を果たす作用を記載すること。 

４．構成設備がＩＳＭＡＰの登録を受けているクラウドサービスである場合は、

「構成設備の名称」の欄に利用するクラウドサービスの名称を、「構成設備

の機能」の欄に利用するクラウドサービスが担う機能を、それぞれ記載する

こと。 

５．構成設備がＩＳＭＡＰの登録を受けているクラウドサービスである場合は、

（３）から（６）までの項の記載及び当該構成設備の一部を構成する構成設

備に関する記載を省略することができる。 

59



 

６．（３）の「設立準拠法国等又は国籍等」の欄に記載する情報は、構成設備

の供給者が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができ

る。このとき、当該供給者は、特定重要設備の供給者に対し、あらかじめ、

金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することと

する。 

７．（４）の「生年月日」及び「国籍等」の欄に記載する情報及び当該情報に

係る第９条第２項第２号に掲げる書類は、構成設備の供給者が金融庁長官、

法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該供給

者は、特定重要設備の供給者に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及

び財務大臣に直接に提出することを報告することとする。 

８．届出の日の２月前の日以前に終了した直近の３事業年度のうち、いずれか

１の事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額のうちに同一の国

又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合

が 100 分の 25 以上である場合は（５）の「該当あり」に印を付け、それ以

外の場合には「該当なし」に印を付けること。 

９．（５）の「外国政府等の名称」及び「割合」の欄に記載する情報は、構成

設備の供給者が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することが

できる。このとき、当該供給者は、特定重要設備の供給者に対し、あらかじ

め、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告するこ

ととする。 

10．６、７又は９の規定により報告を受けた特定重要設備の供給者は、特定社

会基盤事業者に対し、当該規定による報告を受けた旨を報告することとする。 

11．（６）の確認項目の内容を確認した場合には、その右欄にある□に印を付

けること。 

 

６．特定重要設備の導入に当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為

を防止するための措置に係る事項 

項目  備考 

（１）特定重要設備及び構成設備の供給者における製造等の過程で、特定重要

設備及び構成設備に不正な変更が加えられることを防止するために必要な管

理がなされ、当該管理がなされていることを特定社会基盤事業者が確認でき

ることを契約等により担保している。 
   
①－１ 特定社会基盤事業者は、特定社会

基盤事業者等において、特定重要設備に

悪意のあるコード等が混入していないか

を確認するための受入検査その他の検証

体制が構築されており脆弱性テストが導

□ 
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入までに実施されたこと※を確認してい

る。 

※ 当該特定重要設備の供給者及び当該特

定重要設備の構成設備の供給者によって

実施されたものを除く。    
①－２ 特定社会基盤事業者※１は、特定社

会基盤事業者又は特定重要設備の供給者

等において、構成設備に悪意のあるコー

ド等が混入していないかを確認するため

の受入検査その他の検証体制が構築され

ており脆弱性テストが導入までに実施さ

れたこと※２を確認している。 

※１ 特定重要設備の供給者を通じて確認

している場合も含む。 

※２ 当該構成設備の供給者によって実施

されたものを除く。 

□ 

 

②－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が特定社会基盤事業者によ

って調達時に指定された情報セキュリテ

ィ要件（特定重要設備に最新のセキュリ

ティパッチが適用されているか否か、不

正プログラム対策ソフトウェアを最新化

しているか否か等）を導入までに実装し

たことを確認している。 

□ 

 

②－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が特定社会基盤事業者又は特定

重要設備の供給者によって調達時に指定

された情報セキュリティ要件（構成設備

に最新のセキュリティパッチが適用され

ているか否か、不正プログラム対策ソフ

トウェアを最新化しているか否か等）を

導入までに実装したことを確認してい

る。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

   
③－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が、特定重要設備の製造工
□ 
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程（開発工程を含む。）において、信頼で

きる品質保証体制の下開発したことを確

認している。    
③－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が、構成設備の製造工程（開発工

程を含む。）において、信頼できる品質保

証体制の下開発したことを確認してい

る。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

④－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が、特定重要設備の製造工

程（開発工程を含む。）における不正な変

更の有無について定期的又は随時に確認

し、製造したことを確認している。 

□ 

 

④－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が、構成設備の製造工程（開発工

程を含む。）における不正な変更の有無に

ついて定期的又は随時に確認し、製造し

たことを確認している。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

⑤－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が特定重要設備の製造環境

（開発環境を含む。）において、定められ

た要員以外がアクセスできないよう、ア

クセス可能な要員を物理的（監視カメラ

等の入退室管理等）かつ論理的（データや

システム等へのアクセス制御）に適切に

制限していたことを確認している。 

□ 

 

   
⑤－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が構成設備の製造環境（開発環

境を含む。）において、定められた要員以

外がアクセスできないよう、アクセス可

能な要員を物理的（監視カメラ等の入退

室管理等）かつ論理的（データやシステム

□ 
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等へのアクセス制御）に適切に制限して

いたことを確認している。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。    
⑥ 特定社会基盤事業者は、特定重要設備

をインターネット回線と接続する場合に

は、特定重要設備に、不正なアクセス等を

防ぐための機能を実装し、その利用マニ

ュアル・ガイダンス等を自ら適切に整備・

実施している。 

□ 

 

⑦ 特定社会基盤事業者は、特定重要設備

の供給者及び特定重要設備の導入に携わ

る者が、特定重要設備の設置等に際して

不正な変更を加えることを防止する体制

の下、設置等を行ったことを確認してい

る。 

□ 

 

⑧－１ 特定社会基盤事業者は、導入した

特定重要設備に不正な変更やそのおそれ

があることを発見した場合には、特定重

要設備の供給者が詳細な調査や立入検査

等に協力をすることが担保されているこ

とを確認している。 

□ 

 

⑧－２ 特定社会基盤事業者※は、導入した

特定重要設備の構成設備に不正な変更や

そのおそれがあることを発見した場合に

は、構成設備の供給者が詳細な調査や立

入検査等に協力をすることが担保されて

いることを確認している。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

（２）特定重要設備又は構成設備について、将来的に保守・点検等が必要とな

ることが見込まれる場合に、当該保守・点検等を行うことができる者が特定

重要設備又は構成設備の供給者に限られるかどうか等の実態も踏まえ、供給

者を選定している。 
   
⑨－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者によるサービス保証（故障
□ 

 

63



 

対応や脆弱性対応等）が十分に講じられ

ることを確認している。    
⑨－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者によるサービス保証（故障対応

や脆弱性対応等）が十分に講じられるこ

とを確認している。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

⑩－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備のサービス保証（故障対応や脆弱性

対応等）が受けられなくなった場合を想

定して、代替手段の検討等の必要な対策

を自ら講じている。 

□ 

 

⑩－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

のサービス保証（故障対応や脆弱性対応

等）が受けられなくなった場合を想定し

て、代替手段の検討等の必要な対策を自

ら講じている。 

※ 特定重要設備の供給者において検討し

ている場合も含む。 

□ 

 

（３）特定重要設備及び構成設備について、不正な妨害が行われる兆候を把握

可能な体制がとられており、不正な妨害が加えられた場合であっても、冗長

性が確保されているなど、役務の提供に支障を及ぼさない構成となっている。 

⑪ 特定社会基盤事業者は、ランサムウェ

アに感染した場合等の特定重要設備に対

する不正な妨害が行われたときであって

も役務の提供が継続できる体制（バック

アップの取得・隔離管理、復旧手順の明確

化・具体化、代替設備との交換等）につい

て、自ら整備している。 

□ 

 

⑫ 特定社会基盤事業者は、情報の漏洩等

の情報セキュリティインシデントが発生

した場合の対応方針・体制（マニュアル等

の整備、定期的なインシデント対応の訓

練等）を自ら整備している。 

□ 

 

   
⑬ 特定社会基盤事業者は、特定社会基盤

事業者又は特定重要設備の供給者が、特
□ 
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定重要設備についてアクセス制御に関す

る仕組みを講じ、特定重要設備に対する

不正なアクセスを監視する仕組みを導入

までに実装したことを確認している。    
（４）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給者や委託（再

委託を含む。）の相手方について、過去の実績を含め、我が国の法令や国際的

に受け入れられた基準等の遵守状況を確認している。 

⑭－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が、導入を行った日から起

算して過去３年間の実績を含め、国内の

関連法規や国際的に受け入れられた基準

（それに基づいて各国で整備されている

規制等を含む。）に反していなかったこと

を確認している。 

□ 

 

⑭－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が、導入を行った日から起算し

て過去３年間の実績を含め、国内の関連

法規や国際的に受け入れられた基準（そ

れに基づいて各国で整備されている規制

等を含む。）に反していなかったことを確

認している。 

※ 特定重要設備の供給者を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

（５）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給や委託（再委

託を含む。）した重要維持管理等の適切性について、外国の法的環境等により

影響を受けるものではないことを確認している。 

⑮－１ 特定社会基盤事業者は、特定重要

設備の供給者が、外国の法的環境や外部

主体の指示（明示的なものだけでなく暗

黙の指示も含む。）によって、特定社会基

盤事業者との契約に違反する行為が生じ

ていた可能性がある場合、これを特定社

会基盤事業者に対して報告することを契

約等により担保している。 

□ 

 

   
⑮－２ 特定社会基盤事業者※は、構成設備

の供給者が、外国の法的環境や外部主体

の指示（明示的なものだけでなく暗黙の

□ 
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指示も含む。）によって、特定社会基盤事

業者又は特定重要設備の供給者等との契

約に違反する行為が生じていた可能性が

ある場合、これを特定社会基盤事業者又

は特定重要設備の供給者等に対して報告

することを契約等により担保している。 

※ 特定重要設備の供給者等を通じて担保

している場合も含む。    
⑯ 特定社会基盤事業者は、特定重要設備

を設置し又は使用している場所におい

て、監視カメラやドローン等の映像情報

を得ることを目的とした機器を設置し又

は使用する場合、当該機器の供給者の本

社等（供給者の総株主等の議決権の過半

数を直接又は間接に保有する者の本社等

を含む。）の立地する場所の法的環境等に

より、当該機器の映像情報の取扱いの適

切性が影響を受けないことを確認してい

る。 

□ 

 

（６）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給者や委託（再

委託を含む。）の相手方に関して、我が国の外部からの影響を判断するに資す

る情報の提供が受けられることを契約等により担保している。また、契約締

結後も当該情報について変更があった場合に、適時に情報提供を受けられる

ことを契約等により担保している。 

⑰ 特定社会基盤事業者は、特定重要設備

及び構成設備の供給者の名称・所在地、役

員や資本関係等、事業計画や実績、設備又

は部品を製造する工場等の所在地、作業

に従事する者の所属・専門性（情報セキュ

リティに係る資格・研修実績等）等に関す

る情報提供を受けられることを契約等に

より担保している。 

また、特定社会基盤事業者は、契約締結

後に上記の事項について変更があった場

合に、適時に情報提供を受けることを契

約等により担保している。 

□ 

 

（記載上の注意） 
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１．それぞれの項目の措置を講じている場合には、□に印を付けること。印

を付けた項目については、当該措置を講じていることを証する書類を添付

すること。 

２．構成設備がＩＳＭＡＰの登録を受けているクラウドサービスである場合

は、当該構成設備及び当該構成設備の一部を構成する構成設備に係る①－

２、②－２、③－２、④－２、⑤－２、⑧－２、⑨－２、⑩－２の項目に

関する記載を、それぞれ省略することができる。 

３．それぞれの項目と同一の内容でない場合であっても、同等の特定妨害行

為を防止するための措置が実施できていると考えられる場合には、当該措

置の内容を、それぞれの項目に対応する備考の欄に記載すること。 

４．①－２、②－２、③－２、④－２、⑤－２、⑧－２、⑨－２、⑩－２、

⑭－２、⑮－２の項目の措置を講じていることを証する書類は、特定重要

設備の供給者又は構成設備の供給者が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣

に直接に提出することができる。このとき、特定重要設備の供給者又は構

成設備の供給者は、それぞれ特定社会基盤事業者又は特定重要設備の供給

者に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出

することを報告することとし、報告を受けた特定重要設備の供給者は、特

定社会基盤事業者に対し、報告を受けた旨を報告することとする。 

 

７．備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第五（二）（第十条第二項関係） 

 

緊急導入等届出書（特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合） 

 

年  月  日 

 

殿 

 

住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第

52 条第 11 項の規定により、重要維持管理等を行わせたので、次のとおり届け

出ます。 

 

１．特定重要設備の重要維持管理等を行わせることが緊急やむを得ない場合で

あった理由 

（１）特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがあったこと 

① 特定社会基盤役務の提供

に生じた支障又は生ずるお

それの内容 

 

② ①が生じた時期及び期間  

③ ①により特定社会基盤役

務の提供に対して生じた影

響 

 

④ ①に対する措置のため緊

急に重要維持管理等を行わ

せる必要があった期日 

 

⑤ 導入等計画書の届出によ

っては対応ができなかった

理由 

 

（２）規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生

ずるおそれを生じさせたものではないこと 

68



 

① （１）①が生じた原因  

② （１）①を把握した時期  

③ （１）①の発生を回避でき

なかった理由 
 

（３）他の事業者に委託して重要維持管理等を緊急に行わせることが支障の除

去又は発生の防止のために必要であったこと 

① （１）①と特定重要設備の

関係及び特定重要設備に生

じた支障の内容 

 

② （３）①と緊急に行わせた

重要維持管理等との関係 
 

（４）特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせる他に適当な方法がなか

ったこと 

① 緊急に重要維持管理等を

行わせる以外に検討した他

の手段の内容 

 

② 他の手段によっては（１）

①に対応できなかった理由 
 

 

２．特定重要設備の概要 

特定重要設備の種類  

特定重要設備の名称  

特定重要設備の機能  

特定重要設備を設置した場所  

特定重要設備を使用している

場所 

 

（記載上の注意） 

１．「特定重要設備の種類」の欄には、第１条において定める特定重要設備の

うち、該当するものを記載すること。 

２．「特定重要設備の名称」の欄には、同一の種類の特定重要設備から重要維

持管理等を行わせた特定重要設備を特定する事項（品名、型番号等）を記

載すること。 

３．「特定重要設備の機能」の欄には、特定社会基盤役務を安定的に提供する

ため特定重要設備が有する固有の役割を果たす作用を記載すること。 
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４．「特定重要設備を設置した場所」及び「特定重要設備を使用している場所」

の欄には、それぞれの場所の所在する少なくとも都道府県名までを記載する

こととし、国外に所在する場合は、これらに相当するものを記載すること。 

 

３．重要維持管理等の委託の内容及び時期又は期間 

重要維持管

理等の委託

の内容 

目的  

行わせた重

要維持管理

等の内容 

 

重要維持管

理等を行っ

た又は行っ

ている場所 

 

重要維持管理等を行わせ

た時期又は期間 

 

（記載上の注意） 

「重要維持管理等を行わせた時期又は期間」の欄には、単発・継続性のな

い重要維持管理等の委託の場合は当該重要維持管理等を行わせた時期を、反

復・継続的な重要維持管理等の委託の場合は当該重要維持管理等を行わせる

期間を記載すること。 

 

４．重要維持管理等の委託の相手方に関する事項 

（１）重要維持管理等の委託の相手方 

名称及び代表者

の氏名 

 

住所  

設立準拠法国等  

（記載上の注意） 

１．個人である場合にあっては、「名称及び代表者の氏名」の欄には氏名を記

載すること（以下この様式において同じ。）。 

２．「設立準拠法国等」の欄にはその設立に当たって準拠した法令を制定した

国又は地域の名称を記載すること（個人である場合にあっては国籍等を記

載すること。以下この様式において同じ。）。 

３．個人である場合にあっては、「設立準拠法国等」の欄に記載する情報は、

当該個人が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することがで

きる。このとき、当該個人は、特定社会基盤事業者に対し、あらかじめ、
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金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告すること

とする（以下この様式において同じ。）。 

 

（２）重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の５％以上を直接に

保有する者 

 名称又は氏名 設立準拠法国等又は 

国籍等 

議決権保有割合（％） 

（確認した年月日） 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    

（記載上の注意） 

１．議決権保有割合は、届出の日前２月以内の日における総株主等の議決権の

数に占める割合を、小数点以下第３位を四捨五入して記載すること（以下こ

の様式において同じ。）。 

２．「設立準拠法国等又は国籍等」の欄は、議決権を保有する者が法人である

場合には当該法人の設立準拠法国等を、個人である場合には当該個人の国籍

等を記載すること（以下この様式において同じ。）。 

３．「設立準拠法国等又は国籍等」の欄に記載する情報は、重要維持管理等の

委託の相手方が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することが

できる。このとき、当該委託の相手方は、特定社会基盤事業者に対し、あら

かじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告す

ることとする。 

 

（３）重要維持管理等の委託の相手方の役員 

 氏名 生年月日 国籍等 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    
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⑦    

⑧    

（記載上の注意） 

「生年月日」及び「国籍等」の欄に記載する情報及び当該情報に係る第９条

第２項第２号に掲げる書類は、重要維持管理等の委託の相手方が金融庁長官、

法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該委託の

相手方は、特定社会基盤事業者に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及

び財務大臣に直接に提出することを報告することとする。 

 

（４）重要維持管理等の委託の相手方における外国政府等との取引に係る売上

高の割合 

年 月 日～ 年 月 日の３年間 

該当あり□、該当なし□ 

事業年度 外国政府等の名称 割合（％） 

   

   

（記載上の注意） 

１．届出の日の２月前の日以前に終了した直近の３事業年度のうち、いずれか

１の事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額のう

ちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額

の占める割合が 100 分の 25 以上である場合は「該当あり」に印を付け、そ

れ以外の場合には「該当なし」に印を付けること。 

２．「外国政府等の名称」及び「割合」の欄に記載する情報は、重要維持管理

等の委託の相手方が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出するこ

とができる。このとき、当該委託の相手方は、特定社会基盤事業者に対し、

あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報

告することとする。 

 

５．重要維持管理等の再委託に関する事項 

（
１
）
内
容
及
び

時
期
又
は
期
間 

行わせた重要維持管

理等の内容 
 

重要維持管理等を行

った又は行っている

場所 
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重要維持管理等を再

委託して行わせた時

期又は期間 

 

（
２
）
再
委
託
の

相
手
方 

名称及び代表者の氏

名 
 

住所  

設立準拠法国等  

（
３
）
再
委
託
の
相
手
方
の
総
株
主
等
の
議
決
権

の
５
％
以
上
を
直
接
に
保
有
す
る
者 

 

 名称又は氏名 設立準拠法国等又は

国籍等 

議決権保有割合（％） 

（確認した年月日） 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    

 

 

（
４
）
再
委
託
の
相
手
方
の
役
員 

 

 氏名 生年月日 国籍等 

①    

②    

③    

④    

⑤    

⑥    

⑦    

⑧    
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（
５
）
再
委
託
の
相
手
方
に
お
け
る
外
国
政
府
等

と
の
取
引
に
係
る
売
上
高
の
割
合 

 

年 月 日～ 年 月 日の３年間 

該当あり□、該当なし□ 

事業年度 外国政府等の名称 割合（％） 

   

   
 

（記載上の注意） 

１．再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせた場

合にあっては、当該再委託した重要維持管理等の内容及び時期又は期間並び

に当該再委託の相手方に関する事項も記載すること。 

２．「重要維持管理等を再委託して行わせた時期又は期間」の欄には、単発・

継続性のない重要維持管理等の再委託の場合は当該重要維持管理等を行わ

せた時期を、反復・継続的な重要維持管理等の再委託の場合は当該重要維持

管理等を行わせる期間を記載すること。 

３．第 17 条の規定に基づき、重要維持管理等の再委託に関する事項（当該重

要維持管理等の再委託に係る第 15 条第３号に掲げる事項を除く。）の記載

を省略するときは、その旨をそれぞれの記載事項に該当する欄に記載した上

で、第 17 条各号に掲げる場合に該当することを証する書類を添付するとと

もに、講じた措置の概要を「７．備考」の欄に記載すること。 

４．（３）の「設立準拠法国等又は国籍等」の欄に記載する情報は、重要維持

管理等の再委託の相手方が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出

することができる。このとき、当該再委託の相手方は、重要維持管理等の委

託の相手方に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接

に提出することを報告することとする。 

５．（４）の「生年月日」及び「国籍等」の欄に記載する情報及び当該情報に

係る第９条第２項第２号に掲げる書類は、重要維持管理等の再委託の相手方

が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。この

とき、当該再委託の相手方は、重要維持管理等の委託の相手方に対し、あら

かじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告す

ることとする。 
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６．届出の日の２月前の日以前に終了した直近の３事業年度のうち、いずれか

１の事業年度における重要維持管理等の再委託の相手方の売上高の総額の

うちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計

額の占める割合が 100 分の 25 以上である場合は（５）の「該当あり」に印

を付け、それ以外の場合には「該当なし」に印を付けること。 

７．（５）の「外国政府等の名称」及び「割合」の欄に記載する情報は、重要

維持管理等の再委託の相手方が金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に

提出することができる。このとき、当該再委託の相手方は、重要維持管理等

の委託の相手方に対し、あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に

直接に提出することを報告することとする。 

８．４、５又は７の規定により報告を受けた重要維持管理等の委託の相手方は、

特定社会基盤事業者に対し、当該規定による報告を受けた旨を報告すること

とする。 

 

６．重要維持管理等の委託に当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行

為を防止するための措置 

項目  備考 

（１）委託された重要維持管理等の実施に当たり、委託（再委託を含む。）を受

けた者（その従業員等を含む。）によって、特定重要設備について特定社会基

盤事業者が意図しない変更が加えられることを防止するために必要な管理等

がなされ、その管理等に関する事項を特定社会基盤事業者が確認できること

を契約等により担保している。 

① 特定社会基盤事業者※は、委託の相手方

及び再委託の相手方等において、特定重

要設備の操作ログや作業履歴等の保管に

関する手順及びその確認に関する手順が

明確に定められており、当該操作ログや

作業履歴等の確認等により不正な変更の

有無を定期的又は随時に確認することに

ついて確認している。 

※ 再委託の相手方等における実施状況に

ついては、委託の相手方を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

   
② 特定社会基盤事業者は、特定重要設備

及び構成設備の状況を把握し、既存の設

備について最新のセキュリティパッチが

適用されているかどうか等の資産の管理

□ 
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を定期的に行っており、また、今後交換

する予定の設備についても同様に資産の

管理を定期的に行うこととしている。    
③ 特定社会基盤事業者※は、委託の相手方

及び再委託の相手方等が保有している設

計書や設備等の情報について、委託の相

手方及び再委託の相手方等が定めた要員

以外が当該情報にアクセスできないよ

う、要員を物理的（監視カメラ等の入退

室管理等）かつ論理的（データやシステ

ムへのアクセス防御）に適切に制限する

ことを確認している。 

※ 再委託の相手方等における実施状況に

ついては、委託の相手方を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

④ 特定社会基盤事業者※は、委託の相手方

及び再委託の相手方等が、重要維持管理

等の実施環境において、委託の相手方及

び再委託の相手方等が定めた要員以外が

アクセスできないよう、要員を物理的（監

視カメラ等の入退室管理等）かつ論理的

（データやシステムへのアクセス防御）

に適切に制限することを確認している。 

※ 再委託の相手方等における実施状況に

ついては、委託の相手方を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 

 

⑤ 特定社会基盤事業者※は、委託の相手方

及び再委託の相手方等において、重要維

持管理等を実施する要員や管理責任者に

対するサイバーセキュリティに関する教

育や研修を定期的（年間１回以上）に実

施し、サイバーセキュリティリテラシー

の維持向上に努めていることを確認して

いる。 

※ 再委託の相手方等における実施状況に

ついては、委託の相手方を通じて確認し

ている場合も含む。 

□ 
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（２）重要維持管理等の再委託が行われる場合においては、再委託を受けた者

のサイバーセキュリティ対策の実施状況を確認するために必要な情報が、再

委託を行った者を通じて特定社会基盤事業者に提供され、また、再委託を行

うことについてあらかじめ特定社会基盤事業者の承認を受けることが契約等

により担保されている。 

⑥ 特定社会基盤事業者は、委託の相手方

が再委託を行うに当たり、特定社会基盤

事業者の承認を得ることを要件としてお

り、再委託の相手方等に対しても、さら

に再委託を行う場合には特定社会基盤事

業者の承認を受けること等を要件として

課していることを確認している。 

□  

⑦ 特定社会基盤事業者は、委託の相手方

との契約において再委託の相手方等が委

託の相手方と同等のサイバーセキュリテ

ィ対策を確保することを、再委託を行う

場合の条件として設定することを要件と

している。 

□  

（３）特定社会基盤事業者が、委託の相手方が契約に反して重要維持管理等の

役務の提供を中断又は停止するおそれがないかを確認している。 

⑧ 特定社会基盤事業者※は、委託の相手方

及び再委託の相手方等の事業安定性を、

委託の相手方及び再委託の相手方等の事

業計画（例えば、中期経営計画等）、資産

状況及び役務の提供実績等により確認し

た。 

※ 再委託の相手方等については、委託の

相手方を通じて確認した場合も含む。 

□ 

 

（４）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給者や委託（再

委託を含む。）の相手方について、過去の実績を含め、我が国の法令や国際的

に受け入れられた基準等の遵守状況を確認している。 
   
⑨－１ 特定社会基盤事業者は、委託の相

手方が、委託を行った日から起算して過

去３年間の実績を含め、国内の関連法規

や国際的に受け入れられた基準（それに

基づいて各国で整備されている規制等を

□ 
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含む。）に反していなかったことを確認し

ている。    
⑨－２ 特定社会基盤事業者※は、再委託の

相手方等が、委託を行った日から起算し

て過去３年間の実績を含め、国内の関連

法規や国際的に受け入れられた基準（そ

れに基づいて各国で整備されている規制

等を含む。）に反していなかったことを確

認している。 

※ 委託の相手方を通じて確認している場

合も含む。 

□ 

 

（５）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給や委託（再委

託を含む。）した重要維持管理等の適切性について、外国の法的環境等により

影響を受けるものではないことを確認している。 

⑩－１ 特定社会基盤事業者は、委託の相

手方が、外国の法的環境や外部主体の指

示（明示的なものだけでなく暗黙の指示

も含む。）によって、特定社会基盤事業者

との契約に違反する行為が生じていた可

能性がある場合、これを特定社会基盤事

業者に対して報告することを契約等によ

り担保している。 

□ 

 

⑩－２ 特定社会基盤事業者※は、再委託の

相手方等が、外国の法的環境や外部主体

の指示（明示的なものだけでなく暗黙の

指示も含む。）によって、特定社会基盤事

業者又は再委託を行った者との契約に違

反する行為が生じていた可能性がある場

合、これを特定社会基盤事業者又は再委

託を行った者に対して報告することを契

約等により担保している。 

※ 再委託を行った者を通じて担保してい

る場合も含む。 

□ 

 

   
⑪ 特定社会基盤事業者は、重要維持管理

等を行った又は行っている場所におい

て、監視カメラやドローン等の映像情報

を得ることを目的とした機器を設置し又

□ 
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は使用する場合、当該機器の供給者の本

社等（供給者の総株主等の議決権の過半

数を直接又は間接に保有する者の本社等

を含む。）の立地する場所の法的環境等に

より、当該機器の情報の取扱いの適切性

が影響を受けないことを確認している。    
（６）特定社会基盤事業者が、特定重要設備及び構成設備の供給者や委託（再

委託を含む。）の相手方に関して、我が国の外部からの影響を判断するに資す

る情報の提供が受けられることを契約等により担保している。また、契約締

結後も当該情報について変更があった場合に、適時に情報提供を受けられる

ことを契約等により担保している。 

⑫ 特定社会基盤事業者は、委託の相手方

及び再委託の相手方等の名称・所在地、

役員や資本関係等、事業計画や実績、重

要維持管理等の実施場所、作業に従事す

る者の所属・専門性（情報セキュリティ

に係る資格・研修実績等）等に関する情

報提供を受けられることを契約等により

担保している。 

また、特定社会基盤事業者は、契約締結

後に上記の事項について変更があった場

合に、適時に情報提供を受けることを契

約等により担保している。 

□ 

 

（記載上の注意） 

１．それぞれの項目の措置を講じている場合には、□に印を付けること。印を

付けた項目については、当該措置を講じていることを証する書類を添付する

こと。 

２．それぞれの項目と同一の内容でない場合であっても、同等の特定妨害行為

を防止するための措置が実施できていると考えられる場合には、当該措置の

内容を、それぞれの項目に対応する備考の欄に記載すること。 

３．①、③、④、⑤、⑧、⑨－２、⑩－２の項目の措置を講じていることを証

する書類（①、③、④、⑤、⑧については再委託の相手方等に関するものに

限る。）は、重要維持管理等の委託の相手方又は再委託の相手方等が金融庁

長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、重

要維持管理等の委託の相手方又は再委託の相手方等は、それぞれ特定社会基

盤事業者又は重要維持管理等の委託の相手方に対し、あらかじめ、金融庁長

官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告することとし、報告
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を受けた重要維持管理等の委託の相手方は、特定社会基盤事業者に対し、報

告を受けた旨を報告することとする。 

 

７．備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第六（第二十条関係） 

 

勧告の応諾等に関する通知書 

 

年  月  日 

 

殿 

 

住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

第 52 条第７項（第 54 条第２項において準用する第 52 条第７項、第 54 条第

５項において準用する同条第２項において準用する第 52 条第７項、第 55 条

第３項において準用する第 52 条第７項）の規定により、 

 年  月  日付第  号をもって送付された 

導入等計画書 

緊急導入等届出書 

変更の届出書 

に係る 
特定重要設備の導入 

の 
内容変更 

の勧告について、下記の 
重要維持管理等の委託 中  止 

とおり通知します。 

 

 

記 

 
 

１．諾否の別（該当分に○） イ 応諾する。 ロ 応諾しない。 

２．応諾しない場合の理由 
 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第七（一）（第二十三条第二項及び第五項関係） 

 

導入等計画書の変更の案 

（特定重要設備の導入を行う場合） 

 

 

年  月  日 

 

殿 

 

             住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第

54 条第１項の規定により、導入等計画書の変更を行うので、次のとおり届け出

ます。 

 

１．変更を行う

届出 

届出年月日 

導入等計画書の届出をした

年月日 

 

変更の届出又は報告をした

年月日（複数あるときは、

その直近のもの） 

 

特定重要設

備の種類及

び名称 

 

２．変更事項  

３．変更の内容 
変更前 変更後 

  

４．変更の理由  

５．変更の時期  

６．備考  

（記載上の注意） 
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１．「１．変更を行う届出」の「変更の届出又は報告をした年月日（複数ある

ときは、その直近のもの）」の欄には、この届出を除き、届出又は報告をし

た直近のものの年月日を記載すること。 

２．特定社会基盤事業者以外の者が、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直

接に提出することができる項目について変更をする場合は、当該変更をする

者が、当該変更の内容及び当該変更の内容を証する書類について金融庁長官、

法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該変更

をする者は、特定社会基盤事業者又は特定重要設備の供給者に対し、あらか

じめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告する

こととし、報告を受けた特定重要設備の供給者は、遅滞なく、特定社会基盤

事業者に対し、報告を受けた旨を報告することとする。 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第七（二）（第二十三条第二項及び第五項関係） 

 

導入等計画書 

緊急導入等届出書 
の変更の案 

（特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合） 

 

年  月  日 

 

殿 

 

住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第

54 条第１項の規定により、導入等計画書の変更（第 54 条第５項において準用す

る同条第１項の規定により、緊急導入等届出書の変更）を行うので、次のとおり

届け出ます。 

 

１．変更を行う

届出 

届出年月日 

導入等計画書（緊急導入等

届出書）の届出をした年月

日 

 

変更の届出又は報告をした

年月日（複数あるときは、

その直近のもの） 

 

特定重要設

備の種類及

び名称 

 

重要維持管

理等の委託

の内容 

 

２．変更事項  

３．変更の内容 
変更前 変更後 

  

４．変更の理由  
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５．変更の時期  

６．備考  

（記載上の注意） 

１．「１．変更を行う届出」の「変更の届出又は報告をした年月日（複数ある

ときは、その直近のもの）」の欄には、この届出を除き、届出又は報告をし

た直近のものの年月日を記載すること。 

２．特定社会基盤事業者以外の者が、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直

接に提出することができる項目について変更をする場合は、当該変更をする

者が、当該変更の内容及び当該変更の内容を証する書類について金融庁長官、

法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該変更

をする者は、特定社会基盤事業者又は重要維持管理等の委託の相手方に対し、

あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報

告することとし、報告を受けた重要維持管理等の委託の相手方は、遅滞なく、

特定社会基盤事業者に対し、報告を受けた旨を報告することとする。 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第八（一）（第二十三条第六項関係） 

 

変更の内容を記載した導入等計画書 

（特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合） 

 

 

年  月  日 

 

殿 

 

          住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第

54 条第１項の規定により、導入等計画書の変更をしたので、同条第３項に基づ

き、次のとおり届け出ます。 

 

１．変更の内容 

（１）変更をした

届出 

届出年月

日 

導入等計画書の届出をした

年月日 

 

変更の届出又は報告をした

年月日（複数あるときは、

その直近のもの） 

 

特定重要

設備の種

類及び名

称 

 

（２）変更事項  

（３）変更の内容 
変更前 変更後 

  

（４）変更の理由  

（５）変更の時期  

（６）備考  
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（記載上の注意） 

１．「（１）変更をした届出」の「変更の届出又は報告をした年月日（複数ある

ときは、その直近のもの）」の欄には、この届出を除き、届出又は報告をし

た直近のものの年月日を記載すること。 

２．特定社会基盤事業者以外の者が、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直

接に提出することができる項目について変更をした場合は、当該変更をした

者が、当該変更の内容及び当該変更の内容を証する書類について金融庁長官、

法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該変更

をした者は、特定社会基盤事業者又は特定重要設備の供給者に対し、あらか

じめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告する

こととし、報告を受けた特定重要設備の供給者は、遅滞なく、特定社会基盤

事業者に対し、報告を受けた旨を報告することとする。 

 

２．特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をすることが緊急や

むを得ない場合であった理由 

（１）特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがあったこと 

① 特定社会基盤役務の提供

に生じた支障又は生ずるお

それの内容 

 

② ①が生じた時期及び期間  

③ ①により特定社会基盤役

務の提供に対して生じた影

響 

 

④ ①に対する措置のため緊

急に導入を行う必要があっ

た期日 

 

⑤ 導入等計画書の変更の案

の届出によっては対応がで

きなかった理由 

 

（２）規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生

ずるおそれを生じさせたものではないこと 

① （１）①が生じた原因  

② （１）①を把握した時期  

③ （１）①の発生を回避でき

なかった理由 
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（３）他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行うことが支障の除去又は

発生の防止のために必要であったこと 

① （１）①と特定重要設備の

関係及び特定重要設備に生

じた支障の内容 

 

② （３）①と緊急に行った導

入との関係 
 

（４）特定重要設備の導入を緊急に行う他に適当な方法がなかったこと 

① 緊急に導入を行う以外に

検討した他の手段の内容 
 

② 他の手段によっては（１）

①に対応できなかった理由 
 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第八（二）（第二十三条第六項関係） 

 

変更の内容を記載した 
導入等計画書 

緊急導入等届出書 

（重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書（緊急導入等届出書）の 

変更をした場合） 

 

年  月  日 

 

殿 

 

住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第

54 条第１項の規定により、導入等計画書の変更（第 54 条第５項において準用す

る同条第１項の規定により、緊急導入等届出書の変更）をしたので、同条第３項

に基づき、次のとおり届け出ます。 

 

１．変更の内容 

（１）変更をした届

出 

届出年月日 

導入等計画書（緊急導

入等届出書）の届出を

した年月日 

 

変更の届出又は報告

をした年月日（複数あ

るときは、その直近の

もの） 

 

特定重要設備

の種類及び名

称 

 

重要維持管理

等の委託の内

容 

 

（２）変更事項  
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（３）変更の内容 
変更前 変更後 

  

（４）変更の理由  

（５）変更の時期  

（６）備考  

（記載上の注意） 

１．「（１）変更をした届出」の「変更の届出又は報告をした年月日（複数ある

ときは、その直近のもの）」の欄には、この届出を除き、届出又は報告をし

た直近のものの年月日を記載すること。 

２．特定社会基盤事業者以外の者が、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直

接に提出することができる項目について変更をした場合は、当該変更をした

者が、当該変更の内容及び当該変更の内容を証する書類について金融庁長官、

法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該変更

をした者は、特定社会基盤事業者又は重要維持管理等の委託の相手方に対し、

あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報

告することとし、報告を受けた重要維持管理等の委託の相手方は、遅滞なく、

特定社会基盤事業者に対し、報告を受けた旨を報告することとする。 

 

２．特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をす

ることが緊急やむを得ない場合であった理由 

（１）特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがあったこと 

① 特定社会基盤役務の提供

に生じた支障又は生ずるお

それの内容 

 

② ①が生じた時期及び期間  

③ ①により特定社会基盤役

務の提供に対して生じた影

響 

 

④ ①に対する措置のため緊

急に重要維持管理等を行わ

せる必要があった期日 

 

⑤ 導入等計画書の変更の案

の届出によっては対応がで

きなかった理由 
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（２）規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生

ずるおそれを生じさせたものではないこと 

① （１）①が生じた原因  

② （１）①を把握した時期  

③ （１）①の発生を回避でき

なかった理由 
 

（３）他の事業者に委託して重要維持管理等を緊急に行わせることが支障の除

去又は発生の防止のために必要であったこと 

① （１）①と特定重要設備の

関係及び特定重要設備に生

じた支障の内容 

 

② （３）①と緊急に行わせた

重要維持管理等との関係 
 

（４）特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせる他に適当な方法がなか

ったこと 

① 緊急に重要維持管理等を

行わせる以外に検討した他

の手段の内容 

 

② 他の手段によっては（１）

①に対応できなかった理由 
 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第九（一）（第二十五条第一項関係） 

 

導入等計画書の変更の報告書 

（特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合） 

 

年  月  日 

 

殿 

 

          住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

導入等計画書に係る事項につき変更をしたので、経済施策を一体的に講ずる

ことによる安全保障の確保の推進に関する法律第 54 条第４項の規定により、次

のとおり報告します。 

 

１．変更をした

届出 

届出年月日 

導入等計画書の届出をした

年月日 

 

変更の届出又は報告をした

年月日（複数あるときは、

その直近のもの） 

 

特定重要設

備の種類及

び名称 

 

２．変更事項  

３．変更の内容 
変更前 変更後 

  

４．変更の理由  

５．変更の時期  

６．備考  

 

（記載上の注意） 
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１．「１．変更をした届出」の「変更の届出又は報告をした年月日（複数ある

ときは、その直近のもの）」の欄には、この報告を除き、届出又は報告をし

た直近のものの年月日を記載すること。 

２．特定社会基盤事業者以外の者が、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直

接に提出することができる項目について変更をした場合は、当該変更をした

者が、当該変更の内容及び当該変更の内容を証する書類について金融庁長官、

法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該変更

をした者は、特定社会基盤事業者又は特定重要設備の供給者に対し、あらか

じめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報告する

こととし、報告を受けた特定重要設備の供給者は、遅滞なく、特定社会基盤

事業者に対し、報告を受けた旨を報告することとする。 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第九（二）（第二十五条第一項関係） 

 

導入等計画書 
の変更の報告書 

緊急導入等届出書 

（重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書（緊急導入等届出書） 

の変更をした場合） 

 

年  月  日 

 

殿 

 

住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

導入等計画書（緊急導入等届出書）に係る事項につき変更をしたので、経済施

策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第54条第４

項（第 54 条第５項において準用する同条第４項）の規定により、次のとおり報

告します。 

 

１．変更をした

届出 

届出年月日 

導入等計画書（緊急導入等

届出書）の届出をした年月

日 

 

変更の届出又は報告をした

年月日（複数あるときは、

その直近のもの） 

 

特定重要設

備の種類及

び名称 

 

重要維持管

理等の委託

の内容 

 

２．変更事項  

３．変更の内容 
変更前 変更後 
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４．変更の理由  

５．変更の時期  

６．備考  

（記載上の注意） 

１．「１．変更をした届出」の「変更の届出又は報告をした年月日（複数ある

ときは、その直近のもの）」の欄には、この報告を除き、届出又は報告をし

た直近のものの年月日を記載すること。 

２．特定社会基盤事業者以外の者が、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直

接に提出することができる項目について変更をした場合は、当該変更をした

者が、当該変更の内容及び当該変更の内容を証する書類について金融庁長官、

法務大臣及び財務大臣に直接に提出することができる。このとき、当該変更

をした者は、特定社会基盤事業者又は重要維持管理等の委託の相手方に対し、

あらかじめ、金融庁長官、法務大臣及び財務大臣に直接に提出することを報

告することとし、報告を受けた重要維持管理等の委託の相手方は、遅滞なく、

特定社会基盤事業者に対し、報告を受けた旨を報告することとする。 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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様式第十（第二十五条第三項関係） 

 

特定重要設備の導入を行った後の 

構成設備の変更の報告書 

 

年  月  日 

 

殿 

 

住    所         

名    称         

代表者の氏名         

 

 

導入等計画書（緊急導入等届出書）に係る事項につき変更をしたので、経済施

策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第54条第４

項（第 54 条第５項において準用する同条第４項）の規定により、次のとおり報

告します。 

 

１．変更をした

届出 

届出年月日 

導入等計画書（緊急

導入等届出書）の届

出をした年月日 

 

変更の届出又は報告

をした年月日（複数

あるときは、その直

近のもの） 

 

特定重要設

備の種類及

び名称 

 

２．変更事項  

３．変更の内容 

 変更前 変更後 

構成設備の

種類 
  

構成設備の

名称 
  

構成設備の

機能 
  

96



 

供 給

者 

名称   

住所   

設 立

準 拠

法 国

等 

  

変更を行っ

た時期 
 

変更を行っ

た理由 
 

４．備考  

（記載上の注意） 

１．「１．変更をした届出」の「変更の届出又は報告をした年月日（複数ある

ときは、その直近のもの）」の欄には、この報告を除き、届出又は報告をし

た直近のものの年月日を記載すること。 

２．構成設備の追加又は削除を行った場合は、「変更前」又は「変更後」の欄

に「追加」又は「削除」と記載すること。 

 

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 
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附 

則 
こ
の
命
令
は
、
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
一
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 
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